
論

説
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案

｜

フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
一

１
）

提
案
｜

笹

川

敏

彦

第
一
章

は
じ
め
に

⑴

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
と
ル
ノ
ワ
ー
ル
報
告
書

イ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
（so

ciete
eu
ro
p
een

n
e,
E
u
ro
p
ea
n C

o
m
p
a
n
y
,
S
o
cieta

s E
u
ro
p
a
ea
;

Ｓ
Ｅ
）
法
は
、
二
〇
〇
一
年
一
〇

）

一

一

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）

目

次

第
一
章

は
じ
め
に

第
二
章

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
に
関
す
る
提
案

第
三
章

超
国
家
的
な
再
編
に
関
す
る
提
案

第
四
章
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バ
ナ
ン
ス
と
定
款
自
治
に
関
す
る
提
案

第
五
章

お
わ
り
に
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月
八
日
に
成
立
し
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
八
日
に
施
行
さ

２
）
３
）

れ
た
。
同
法
は
、
と
も
に
Ｅ
Ｃ
条
約
三
〇
八
条
（
旧
二
三
五
条
）
を
根
拠
と
す

る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
に
関
す
る
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
八
日
理
事
会

４
）

規
則
」（
以
下
、
Ｓ
Ｅ
規
則
と
い
う
）
な
ら
び
に
「
労
働
者
関
与
に

関
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
を
補
完
す
る
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
八
日
理
事
会

５
）

指
令
」（
以
下
、
労
働
者
関
与
指
令
と
い
う
）
か
ら
構
成
さ

６
）
７
）

れ
る
。

ロ

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
七
月
、
パ
ス
カ
ル
・
ク
レ
マ
ン
（P

a
sca

l C
lem

en
t

）
司
法
大
臣
（
当
時
）
か
ら
の
委
託

を

８
）

受
け
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
ノ
エ
ル
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
（N
o
elle L

en
o
ir

）
元
欧
州
問
題
担
当
大
臣
（
元
憲
法
評
議
院
構
成
員
、
破
毀
院

付
弁
護
士
）
に
よ
り
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
ま
た
は
Ｓ
Ｅ
｜

企
業
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
権
の
た
め
に

９
）
10
）

｜

」（
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
、

「
本
報
告
書
」
ま
た
は
「
ル
ノ
ワ
ー
ル
報
告
書
」
と
い
う
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
関
す
る
報
告
書
が
作
成
さ
れ
た
。

こ
の
報
告
書
は
、
二
〇
〇
八
年
の
下
半
期
に
、
フ
ラ
ン
ス
が
欧
州
理
事
会
の
議
長
国
の
任
期
に
あ
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ

11
）

つ
つ
、
す
で
に

設
立
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
経
験
を
手
が
か
り
と
し
て
、Ｓ
Ｅ
規
則
の
改
正
に
関
す
る
議
論
を
開
始
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

12
）

い
る
。

本
報
告
書
の
構
成
は
、
全
五
章
に
分
か
れ
る
。
第
一
章
「
超
国
家
法
の
独
創
的
な
方
法
」（L

a
 
v
o
ie
 
o
rig
in
a
le
 
d
u
 
d
ro
it
 
tra
n
-

sn
a
tio
n
a
l

）
に
お
い
て
は
、
共
同
体
法
上
の
法
人
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
独
自
性
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
第
二
章
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
会
社
と
は
何
か
」（Q
u
’est-ce q

u
e la S

E
?

）
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
設
立
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
つ
い
て
、
そ
の
設
立
の

方
法
・
機
関
・
会
社
の
移
動
に
関
し
分
析
さ
れ
る
。
第
三
章
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
社
会
モ
デ
ル
と
税
制
の
中
立
性
」（M

o
d
ele so

cia
l

 
et n

eu
tra
lite

fisca
le d

e la S
E

）
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
お
け
る
労
働
者
参
加
の
問
題
、
お
よ
び
同
会
社
に
お
け
る
税
制

の
問
題
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
第
四
章「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
を
選
択
し
た
企
業
の
最
初
の
経
験
」（P

rem
iere ex

p
erien

ces v
ecu

es
 

p
a
r les en

trep
rises a

y
a
n
t ch

o
isi le sta

tu
t d
e S

E

）
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
そ
の
他
の
加
盟
国
の
企
業
お
よ
び
関
連
団

体
に
対
す
る
調
査
を
も
と
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
利
用
状
況
（
二
〇
〇
七
年
三
月
時
点
）
に
つ
い
て
総
括
が
行
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）

）

二

二



ア
リ
ア
ン
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
（A

llia
n
z S

E

）、
エ
ル
コ
テ
ッ
ク
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
（E

lco
teq S

E

）、
ス
ト
ラ
バ
ッ
ク
・
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
会
社
（S

tra
b
a
g S

E

）
の
事
例
が
重
点
的
に
取
上
げ
ら
れ
る
。
第
五
章
「
新
し
い
ス
テ
ー
ジ
へ
の
提
案
」（P

ro
p
o
sitio

n
s p
o
u
r u
n
e

 
n
o
u
v
elle eta

p
e

）に
お
い
て
は
、
本
報
告
書
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
検
討
お
よ
び
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
も
と
づ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の

改
正
案
が
提
案
さ
れ
る
（
こ
の
他
に
、
序
論
・
結
論
・
付
録
が
あ
る
）。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
第
五
章
に
記
さ
れ
た
同
会
社
法
の
改
正

案
を
取
上
げ
る
。

⑵

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
最
近
の
利
用
状
況
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
受
容

イ

次
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
利
用
状
況
を
見
た
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
数
は
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
の
施
行
以
来
、
着
実
に
増

加
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て

13
）

お
り
、
二
〇
一
〇
年
九
月
一
日
現
在
で
、
六
二
二
社
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
が
設
立
さ
れ
て

14
）

い
る
。
代
表
的
な
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
会
社
を
挙
げ
る
と
、
前
述
の
ア
リ
ア
ン
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
（
ド
イ
ツ
・
保
険
）、
エ
ル
コ
テ
ッ
ク
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
（
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
・
通
信
関
連
機
器
）
お
よ
び
ス
ト
ラ
バ
ッ
ク
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
建
設
）
の
ほ
か
に
、
ベ
ー
ア
ー
エ
ス
エ

フ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
（B

A
S
F S

E

（
ド
イ
ツ
・
化
学
））、
イ
ヴ
・
サ
ン＝

ロ
ー
ラ
ン
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
（Y

v
es S

a
in
t-L
a
u
ren

t

（
ベ

ル
ギ
ー
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
））、
ポ
ル
シ
ェ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
（P

o
rsch

e S
E

（
ド
イ
ツ
・
自
動
車
））、
ス
コ
ー
ル
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社

（S
C
O
R
 
S
E

（
フ
ラ
ン
ス
・
再
保
険
））、
ユ
ニ
ベ
ー
ル＝
ロ
ダ
ム
コ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
（U

n
ib
a
il-R

o
d
a
m
co
 
S
E

（
フ
ラ
ン
ス
・
商

業
用
不
動
産
））
等
が
あ
る
。

も
っ
と
も
、と
り
わ
け
チ
ェ
コ
お
よ
び
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
大
部
分
は
、ペ
ー
パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー

（co
q
u
ille v

id
e

）
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
法
律
事
務
所
が
ペ
ー
パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
を
設
立
し
、
こ
れ
を
販
売
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ル
ノ
ワ
ー
ル
報
告
書
は
、
右
の
現
象
を
病
的
な
兆
候
（sig

n
e p
a
th
-

o
lo
g
iq
u
e

）
と
し
て
で
は
な
く
、
斬
新
な
法
制
度
を
前
に
し
て
の
様
子
見
の
姿
勢
（p

o
stu
re d

’a
tten

tism
e

）
で
あ
る
と
考

15
）

え
る
。
こ
れ

）

三
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に
対
し
、
ド
イ
ツ
の
学
説
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
は
、
そ
の
登
録
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が

あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
Ｓ
Ｅ
規
則
一
二
条
二
項
お
よ
び
三
項
の
解
釈
か
ら
、
労
働
者
が
参
加
す
る
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
を
登
録
す
る

際
に
必
要
な
前
提
条
件
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で

16
）

あ
る
。

ル
ノ
ワ
ー
ル
報
告
書
は
、
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
状
況
に
つ
い
て
、
一
九
九
四
年
に
、
フ
ラ
ン
ス
へ
Ｓ
Ａ
Ｓ
（so

ciete
p
a
r

 
a
ctio

n
s sim

p
lifiee

、
簡
易
株
式
組
織

17
）

会
社
）
が
導
入
さ
れ
た
当
時
の
懐
疑
論
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘

18
）

す
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ

ン
ス
で
は
、
現
在
、
そ
の
導
入
時
の
懐
疑
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
企
業
が
Ｓ
Ａ
Ｓ
を
大
変
好
ん
で
利
用
す
る
と
い
う
状
況
に

19
）

あ
る
。

こ
の
指
摘
に
よ
る
と
、
多
く
の
企
業
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
第
一
歩
を
慎
重
に
見
守
っ
て
い
る
と
す
る
。
同
会
社
は
、
そ
の
ス
タ
ー
ト

は
や
や
出
遅
れ
気
味
で
あ
る
が
、
長
期
的
に
は
、
よ
り
多
く
の
関
心
を
惹
き
つ
け
る
も
の
と
な
り
う
る
と
さ
れ
る
。

ロ

な
お
、
二
〇
〇
一
年
に
成
立
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
は
、
数
多
く
の
事
項
を
各
加
盟
国
の
法
制
に
委
ね
て
お
り
（
Ｓ
Ｅ
規
則
九

条

20
）

一
項
）、一
九
七
〇
年
案
お
よ
び
一
九
七
五
年
修
正
案
が
同
法
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
全
て
の
側
面
を
規
定
し
よ
う
と
試
み
た
こ

と
と
は
異
な
り
、
も
は
や
純
粋
な
超
国
家
的
な
制
度
と
は
い
え
な

21
）

い
。
具
体
的
に
は
、
同
規
則
は
、
各
加
盟
国
の
法
制
に
対
し
、
六
五
項

目
の
事
項
を
委
任
し
、
ま
た
三
二
項
目
の
選
択
肢
を
与
え
て

22
）

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
各
加
盟
国
は
、
同
規
則
お
よ
び
労
働
者
関
与
指
令
を
導

入
す
る
た
め
に
、
そ
の
国
家
法
制
を
改
正
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
は
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
は
、
ま
ず
「
信
頼
お
よ

び
経
済
の
現
代
化
の
た
め
の
二
〇
〇
五
年
七
月
二
六
日
法
律
第
二
〇
〇
五
｜
八
四

23
）

二
号
」
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
導
入
さ
れ
た
。
同
法

律
の
一
一
条
は
、
Ｓ
Ｅ
規
則
を
フ
ラ
ン
ス
法
へ
導
入
す
る
た
め
に
商
法
典（
同
Ｌ
二
二
九

一
条
｜
Ｌ
二
二
九

一
五
条
お
よ
び
Ｌ
二
四
四

五
条
）
を
補
完
し
、
ま
た
同
じ
く
労
働
者
関
与
指
令
を
同
法
へ
導
入
す
る
た
め
に
労
働
法
典
（
同
Ｌ
二
三
五
一

一
条
｜
Ｌ
二
三
五
三

三

二
条
）
を
補
完
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
関
す
る
二
〇
〇
六
年
四
月
一
四
日
デ
ク
レ
第
二
〇
〇
六
｜
四
四

24
）

八
号
」
お
よ

）

四

四

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



び
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
お
け
る
労
働
者
の
関
与
に
関
し
、
労
働
法
典
を
改
正
す
る
二
〇
〇
六
年
一
一
月
九
日
デ
ク
レ
第
二
〇
〇
六
｜
一

三
六

25
）

〇
号
」
が
公
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
商
法
典
（
同
Ｒ
二
二
九

一
条
｜
Ｒ
二
二
九

二
六
条
）
お
よ
び
労
働
法
典
（
同
Ｄ
二
三
五

一

一
条
｜
Ｒ
二
三
五
四

一
条
）
の
な
か
に
規
定
を
整
備
し
て

26
）

い
る
。

⑶

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案

イ

本
稿
の
対
象
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｅ
規
則
六
九
条
が
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

﹇
Ｓ
Ｅ
規
則
六
九
条
﹈

本
規
則
の
施
行
か
ら
遅
く
と
も
五
年
後
に
、
欧
州
委
員
会
は
、
欧
州
理
事
会
お
よ
び
欧
州
議
会
に
対
し
て
、
本
規
則
の
適
用
に
関
す
る
報
告
書

お
よ
び
必
要
な
場
合
は
改
正
案
を
提
出
す
る
。
当
該
報
告
書
は
、
と
り
わ
け
次
の
事
項
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。

⒜
そ
の
経
営
管
理
の
中
心
（a

d
m
in
istra

tio
n cen

tre

）
と
定
款
上
の
住
所
（sieg

e sta
tu
ta
ire

）
を
異
な
る
加
盟
国
に
有
す
る
こ
と
を
Ｓ

Ｅ
に
つ
い
て
認
め
る
こ
と
。

⒝
一
七
条
二
項
所
定
の
合
併
の
定
義
を
、78 /855 /C

E
E

27
）

指
令
三
条
一
項
お
よ
び
同
指
令
四
条
一
項
に
お
い
て
定
義
さ
れ
る
以
外
の
合
併
類

型
を
も
包
含
す
る
た
め
に
、
拡
大
す
る
こ
と
。

⒞
一
九
六
八
年
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
の
な
か
に
挿
入
さ
れ
う
る
す
べ
て
の
条
項
、
ま
た
は
加
盟
国
も
し
く
は
欧
州
理
事
会
に
よ
っ
て
採
択
さ

れ
る
右
条
約
を
代
置
す
る
す
べ
て
の
法
文
に
鑑
み
て
、
八
条
一
六
項
所
定
の
管
轄
ル
ー
ル
を
改
正
す
る
こ
と
。

⒟
本
規
則
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
権
限
に
従
い
、
ま
た
は
本
規
則
の
Ｓ
Ｅ
に
対
す
る
実
際
の
適
用
を
担
保
す
る
た
め
に
加
盟
国
が
採
択
し
た
法

制
に
お
い
て
、
当
該
法
制
に
違
反
し
ま
た
は
こ
れ
を
補
充
す
る
旨
の
条
項
を
、
た
と
え
か
か
る
種
類
の
条
項
が
当
該
加
盟
国
に
会
社
住
所
を
有
す

る
株
式
会
社
の
定
款
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ｓ
Ｅ
の
定
款
に
挿
入
す
る
こ
と
を
当
該
加
盟
国
に
対
し
て
認
め
る
こ
と
。）

五

五

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



ロ

こ
の
よ
う
に
、
Ｓ
Ｅ
規
則
六
九
条
は
、
欧
州
委
員
会
に
対
し
、
二
〇
〇
九
年
ま
で
に
同
規
則
の
適
用
状
況
に
関
す
る
報
告
書
お
よ

び
必
要
な
場
合
は
そ
の
改
正
案
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
欧
州
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
お
よ
び
改
正
案
は
、
本

稿
脱
稿
日
（
二
〇
一
〇
年
九
月
三
〇
日
）
現
在
公
表
さ
れ
て
い
な
い
）。
同
規
則
は
、
そ
の
成
立
の
時
か
ら
、
将
来
の
改
正
を
予
定
し
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
条
は
当
該
報
告
書
に
お
い
て
、
こ
れ
に
加
え
、
と
く
に
次
の
四
点
に
つ
き
検
討
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
右
で
引
用
し
た
同
条
の
規
定
を
敷
衍
す
れ
ば
、
①「
事
実
上
の
住
所
」（sieg

e reel

）
の
理
論
を
廃
止
し
、「
定
款
上
の
住
所
」

（sieg
e sta

tu
ta
ire

）
の
理
論
を
採
用
す
る
か
否
か
（
Ｓ
Ｅ
規
則
六
九
条

28
）

ａ
号
）、
②
合
併
の
定
義
を
Ｓ
Ｅ
規
則
が
定
め
る
合
併
類
型
以
外

の
類
型
に
ま
で
拡
大
す
る
か
否
か（
同
ｂ
号
）、
③
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
を
他
の
加
盟
国
へ
移
転
す
る
と
き
に
、
そ
の
移
転
後
に
提
起
さ
れ
た

訴
訟
が
、
移
転
前
に
生
じ
た
係
争
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
移
転
前
の
設
立
国
の
裁
判
所
に
対
し
そ
の
管
轄
権
を
与
え
る
ル
ー
ル（
Ｓ

Ｅ
規
則
八
条
一
六
項
）を
改
正
す
る
か
否
か（
同

29
）

ｃ
号
）、④
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
定
款
自
治
を
拡
大
す
る
機
会
を
認
め
る
か
否
か（
同

30
）

ｄ
号
）

に
つ
い
て
で

31
）

あ
る
。

ハ

本
報
告
書
は
、
右
の
Ｓ
Ｅ
規
則
六
九
条
の
要
請
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
、
必
要
と
考
え
ら
れ
る
そ
の
他
の
項
目
も
加
え
、
次
の
八
項

目
に
関
す
る
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
に
関
す
る
提
案
、
②
超
国
家
的
な
再
編
に
関
す
る
提
案
、

③
会
社
住
所
の
移
転
に
関
す
る

32
）

提
案
、
④
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
定
款
自
治
に
関
す
る
提
案
、
⑤
会
社
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
登
記
簿
の
創
設
に

関
す
る

33
）

提
案
、⑥
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
税
制
に
関
す
る

34
）

提
案
、⑦
国
際
私
法
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
創
設
に
関
す
る

35
）

提
案
、

⑧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
改
正
に
関
す
る

36
）

提
案
で
あ
る
。

ニ

以
下
、
本
稿
は
、
右
の
提
案
の
う
ち
、
会
社
法
に
直
接
関
連
す
る
も
の
を
中
心
に
、
①
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
に
関
す
る
提
案

（
第
二
章
）、
②
超
国
家
的
な
再
編
に
関
す
る
提
案
（
第
三
章
）、
④
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
定
款
自
治
に
関
す
る
提
案
（
第
四
章
）

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
に
関
す
る
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
提
案
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

）

六

六

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



と
し
て

37
）

い
る
。

本
稿
の
特
色
と
し
て
は
、
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
わ
が
国
で
は
、
こ
の
ル
ノ
ワ
ー
ル
報
告
書
の
存
在
に
つ
い
て
は
す
で

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
も

38
）

の
の
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
紹
介
す
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど

な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
本
報
告
書
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
欧
州
委
員
会
に
よ
る
提
案
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
フ
ラ
ン
ス
に

よ
る
提
案
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
提
案
が
実
際
の
改
正
作
業
の
な
か
で
ど
の
程
度
実
現
さ
れ
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い（
現
在
、
欧
州
委
員
会
に
よ
り
報
告
書
お
よ
び
提
案
が
作
成
中
で

39
）

あ
る
）。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
Ｅ
Ｕ
の
会
社
立
法
に
お
け
る
フ
ラ

ン
ス
の
貢
献
を
考
え
る
と
、
そ
の
提
案
は
決
し
て
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

40
）

れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
作
業
の
今

後
の
展
開
を
予
測
す
る
上
で
、
本
報
告
書
に
よ
る
提
案
は
、
一
定
の
重
み
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
第
二
の
特
色
は
、
こ
の

よ
う
な
関
心
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
提
案
を
取
り
上
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。

注

１
）

本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
二
月
一
三
日
、
北
海
道
大
学
民
事
法
研
究
会
に
お
い
て
報
告
し
た
原
稿
に
大
幅
な
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

研
究
会
の
当
日
、
貴
重
な
ご
指
導
・
ご
質
問
を
賜
っ
た
、
北
海
道
大
学
の
大
塚
龍
児
名
誉
教
授
（
北
海
学
園
大
学
教
授
）、
林

教
授
、
藤
原
正
則
教

授
、
町
村
泰
貴
教
授
、
嶋
拓
哉
教
授
、
得
津
晶
准
教
授
、
川
村
力
准
教
授
な
ら
び
に
小
樽
商
科
大
学
の
南
健
悟
准
教
授
を
は
じ
め
、
当
日
ご
参
加
頂

い
た
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
同
年
三
月
一
八
日
に
は
、
札
幌
学
院
大
学
法
学
会
に
お
い
て
も
同
様
の
報
告
の
機
会
を
与
え
ら
れ

た
。
当
日
、
同
じ
く
貴
重
な
ご
指
導
・
ご
質
問
を
賜
っ
た
、
札
幌
学
院
大
学
法
学
部
の
吉
川
日
出
男
教
授
、
小
杉
伸
次
教
授
、
伊
藤
雅
康
教
授
、
嶋

田
佳
広
准
教
授
な
ら
び
に
佐
藤
陽
子
講
師
を
は
じ
め
、
当
日
ご
参
加
頂
い
た
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
の
記
述
等
の
誤
り
は
、

す
べ
て
筆
者
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。

２
）

本
稿
に
お
い
て
は
、
次
の
外
国
語
文
献
を
参
照
し
た
。
⒜
単
行
本
と
し
て
は
、Ja

cq
u
es-L

o
u
is C

o
lo
m
b
a
n
i et M

a
rc F

a
v
ero

,
L
a societe

eu
ropeen

n
e
,
2002,

p
.1 et su

iv
.,
K
la
u
s J.

H
o
p
t,
M
ich
el M

en
ju
cq
,
et E

d
d
y W

y
m
eersch

(so
u
s la

 
d
irectio

n
 
d
e),

L
a
 
societe）

七

七

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



eu
ropeen

n
e:
oragan

isation ju
rid
iqu
e et fiscale,

in
terets,

perspectives
,
2003,

p
.1 et su

iv
.,
E
rik W

erla
u
ff,
S
E

｜T
h
e L

aw
 
of th

e
 

E
u
ropean C

om
pan

y
,
tra
n
sla
ted b

y S
tev

en H
a
rris,

2003,
p
.39 et su

iv
.,
M
ich
el M

en
ju
cq
,
D
roit in

tern
ation

al et eu
ropeen d

es
 

societes
,
2
ed
itio

n
,
2008,

p
.201 et su

iv
.,
A
n
n
e C

h
a
rv
eria

t,
A
la
in C

o
u
ret,

B
ru
n
o Z

a
b
a
la et B

a
rth
elem

y M
erca

d
a
l,
M
em
en
to

 
P
ratiqu

e,
S
ocietes

 
C
om
m
erciales

 
2
0
0
9
,
2008,

n
°31100

 
et su

iv
.,
p
.1599

 
et su

iv
.,
M
ich
el M

en
ju
cq
,
S
o
ciete

E
u
ro
p
een

n
e,

R
epertoire d

es S
ocietes,

2008,
p
.1 et su

iv
.,
D
irk V

a
n G

erv
en a

n
d P

a
u
l S
to
rm
 
ed
.,
T
h
e E

u
ropean

 
C
om
pan

y
,
v
o
lu
m
e 1 a

n
d

 
2,
2006 a

n
d 2008,

M
ich
el M

en
ju
cq
,
S
o
ciete

E
u
ro
p
een

n
e,
Ju
ris C

lasseu
r,
S
ocietes T

raite
8
,
F
a
sc.

195
10,

2009,
p
.1 et su

iv
.,

Ja
cq
u
es M

estre et D
o
m
in
iq
u
e V

ela
rd
o
cch

io
,
L
am
y S

ocietes C
om
m
erciales

,
2009,

n
°5391 et su

iv
.,
p
.2523 et su

iv
.,
P
h
ilip

p
e

 
M
erle,

D
roit com

m
ercial S

ociete
com

m
erciales

,
13

ed
itio

n
,
2009,

p
.36 et su

iv
.

参
照
。

⒝
雑
誌
論
文
と
し
て
は
、F

ra
n
cis C

o
llin

 
et Jea

n
-P
h
ilip

p
e D

o
m
,
E
n
jeu
x
 
et p

ersp
ectiv

es d
e la

 
so
ciete

eu
ro
p
een

n
e,
A
ctes

 
pratiqu

es et in
gen

ierie societaire
,
n
o
v
em
b
re-d

ecem
b
re 2005,

p
.4 et su

iv
.,
Jea

n
-P
ierre C

a
th
erin

e C
a
th
ia
rd
,
L
es n

o
u
v
ea
u
x

 
a
to
u
ts d

e la so
ciete

eu
ro
p
een

n
e,
B
u
lletin Jo

ly S
o
cietes,

m
a
i 2007,

p
.539 et su

iv
.,
M
ich
el M

en
ju
cq
,
P
rem

iers p
a
s et p

rem
ier

 
b
ila
n d

e la S
E en F

ra
n
ce,

R
evu

e d
es S

ocietes
,
n
°2,
2007,

p
.253 et su

iv
.,
N
o
elle L

en
o
ir,
P
o
u
rq
u
o
i ch

o
isir le sta

tu
t d
e so

ciete

eu
ro
p
een

n
e
?,
R
evu

e lam
y d

roit d
es affaires

,
n
°17,

ju
in 2007,

p
.74 et su

iv
.,
M
ich
el M

en
ju
cq
,
Q
u
els so

n
t les a

ttra
its d

e la
 

so
ciete

eu
ro
p
een

n
e p

a
r ra

p
p
o
rt a

u
x a

u
tres ty

p
es d

e so
cietes fra

n
ça
ises

?,
R
evu

e lam
y d

roit d
es affaires

,
n
°17,

ju
in 2007,

p
.87 et su

iv
.,
R
ein
h
a
rd D

a
m
m
a
n
n et M

ela
n
ie F

ro
n
ty
,
P
la
id
o
y
er p

o
u
r u
n
e lib

era
lisa

tio
n d

es m
o
d
es d

e co
n
stitu

tio
n d

’u
n
e

 
so
ciete

eu
ro
p
een

n
e,
D
roit et P

atrim
oin

e
,
n
°163,

o
cto

b
re 2007,

p
.97 et su

iv
.,
N
o
elle L

en
o
ir,

L
’a
v
en
ir d

e
 
la

S
o
cieta

s
 

E
u
ro
p
a
ea

,
Jou

rn
al d

e d
roit eu

ropeen
,
fev

rier 2008,
p
.33 et su

iv
.,
C
a
th
erin

e C
a
th
ia
rd
 
et P

a
trick

 
T
h
o
u
ro
t,
L
a
 
so
ciete

eu
ro
p
een

n
e:
b
ila
n
,
p
ersp

ectiv
es et reto

u
r d

’ex
p
erien

ce,
R
evu

e bim
estrielle lexisn

exis ju
risclasseu

r
,
n
o
v
em
b
re-d

ecem
b
re,

2008,
p
.3 et su

iv
.,

ル
ノ
ワ
ー
ル
報
告
書
を
解
説
す
る
も
の
と
し
て
、C

a
th
erin

e C
a
th
ia
rd
,
R
a
p
p
o
rt su

r la so
ciete

eu
ro
p
een

n
e:L

a so
ciete

eu
ro
p
een

n
e,

fo
rm
e n

o
u
v
elle d

e la cito
y
en
n
ete

eu
ro
p
een

n
e a d

e l’a
v
en
ir
,
P
etites affich

es
,
30 m

a
rs 2007,

n
°65,

p
.4 et su

iv
.,
B
en
o
ıt

 
L
eco

u
rt,
R
a
p
p
o
rt N

o
elle L

en
o
ir:
L
a S

ocietas E
u
ropaea ou S

E
,
-P
ou
r u

n
e citoyen

n
ete

eu
ropeen

n
e d
e l’en

treprise
,
R
evu

e d
es

 
S
ocietes

,
n
°2,
2007,

p
.429 et su

iv
.,
C
a
th
erin

e C
a
th
ia
rd
,
V
ers u

n a
sso

u
p
lissem

en
t d
u sta

tu
t d
e la so

ciete
eu
ro
p
een

n
e
?,Jou

rn
al ）

八

八

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



d
es societes

,
m
a
i 2007,

n
°43,

p
.60 et su

iv
.,
H
erv

e
B
rillo

n
,
S
o
ciete

eu
ro
p
een

n
e:
les p

ro
p
o
sitio

n
s d
u ra

p
p
o
rt L

en
o
ir,
D
roit d

es
 

S
ocietes

,
ju
in 2007,

p
.2 et su

iv
.,
R
o
la
n
d M

o
n
tfo
rt a

n
d V

ero
n
iq
u
e D

ea
u
,
T
h
e E

u
ro
p
ea
n C

o
m
p
a
n
y in F

ra
n
ce:

T
w
o Y

ea
rs O

n
,

In
tern

ation
al L

egal N
ew
s
,
23 Ju

ly
,
2007

(a
v
a
ila
b
le a

t h
ttp
: //w

w
w
.im

a
k
en
ew
s.co

m
/iln

/e a
rticle000866799.cfm

?x
＝
b
11,0,

w
)

参
照
。
ル
ノ
ワ
ー
ル
氏
へ
の
本
報
告
書
に
関
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
し
て
、N

o
elle L

en
o
ir,
P
rem

ier b
ila
n d

e la so
ciete

eu
ro
p
een

n
e,

JC
P
 
ed
ition en

treprise et affaires
,
n
°11,

15 m
a
rs 2007,p

.8 et su
iv
.,N

o
elle L

en
o
ir,R

em
ise d

u ra
p
p
o
rt d

e N
o
elle L

en
o
ir rela

tif
 

a
l’ev

a
lu
a
tio
n d

u sta
tu
t d
e la so

ciete
eu
ro
p
een

n
e,
G
a
zette d

u p
a
la
is,
21 m

a
rs 2007,

p
.4 et su

iv
.,
N
o
elle L

en
o
ir,
E
n
tretien

 
a
v
ec N

o
elle L

en
o
ir,
P
etites a

ffich
es,

n
°65,

30 m
a
rs 2007,

p
.9 et su

iv
..

フ
ラ
ン
ス
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
関
す
る
立
法
を
解
説
す
る
も
の
と
し
て
、C

a
th
erin

e
 
C
a
th
ia
rd
,
L
a
 
so
ciete

eu
ro
p
een

n
e
 
en
 
d
ro
it

 
fra
n
ça
is
(1

p
a
rtie),

D
roit d

es societes
,
d
ecem

b
re 2005,

p
.7 et su

iv
.,
C
a
th
erin

e C
a
th
ia
rd
,
L
a so

ciete
eu
ro
p
een

n
e en d

ro
it

 
fra
n
ça
is
(2e p

a
rtie),

D
roit d

es societes
,
ja
n
v
ier 2006,

p
.5 et su

iv
.,
C
a
th
erin

e C
a
th
ia
rd
,
L
a
 
so
ciete

eu
ro
p
een

n
e
(S
E
 
o
u

 
S
o
cieta

s E
u
ro
p
a
ea
)
en d

ro
it fra

n
ça
is,
D
ecret n

°2006
448 d

u 14 a
v
ril 2006,

D
roit d

es societes
,
a
o
u
t-sep

tem
b
re,

2006,
p
.5 et

 
su
iv
..

３
）

筆
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
笹
川
敏
彦
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
に
お
け
る
設
立
｜

合
併
方

式
に
よ
る
設
立
を
中
心
に
｜

」
法
と
政
治
（
関
西
学
院
大
学
法
政
学
会
）
五
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
七
頁
以
下
（
以
下
、
合
併
方
式
と
略
す

る
）、
同
「
持
株
会
社
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
」
法
と
政
治
五
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
五
五
頁
以
下
（
以
下
、
持
株
会
社
方
式
と

略
す
る
）、
同
「
組
織
変
更
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
」
札
幌
学
院
法
学
二
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
三
頁
以
下
（
以
下
、
組
織
変

更
方
式
と
略
す
る
）、
同
「
会
社
法
に
お
け
る
組
織
再
編
対
価
の
公
正
確
保
｜

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
示
唆
｜

」
札
幌
学
院
法
学
二
三
巻
二
号
（
二

〇
〇
七
年
）
一
頁
以
下
、
同
「
組
織
再
編
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
制
の
特
色
｜

わ
が
国
法
制
と
比
較
し
て
｜

上
）（
下
）」
国
際
商
事
法

務
三
五
巻
三
号
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
二
三
頁
以
下
、
四
五
〇
頁
以
下
、
同
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
成
立
ま
で
の
歩
み
」
札
幌
学
院
法
学
二
四
巻

一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
頁
以
下
（
以
下
、
成
立
ま
で
の
歩
み
と
略
す
る
）
等
。

４
）

R
eg
lem

en
t
(C
E
)
n
°
2157 /2001 d

u C
o
n
seil d

u 8 o
cto

b
re 2001 rela

tif a
u sta

tu
t d
e la so

ciete
eu
ro
p
een

n
e
(S
E
),
JO
C
E
 
n
°
L

 
294 d

u 10 /11 /2001 p
p
.1
21;

C
o
u
n
cil R

eg
u
la
tio
n
(E
C
)
N
o
 
2157 /2001 o

f 8 O
cto

b
er 2001 o

n
 
th
e S

ta
tu
te fo

r a
 
E
u
ro
p
ea
n

 
co
m
p
a
n
y
(S
E
),
O
J L

294,
10 /11 /2001,

p
p
.1
21.

）

九

九

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



５
）

D
irectiv

e 2001 /86 /C
E d

u C
o
n
seil d

u 8 o
cto

b
re 2001 co

m
p
leta

n
t le sta

tu
t d
e la so

ciete
eu
ro
p
een

n
e p
o
u
r ce q

u
i co

n
cern

e
 

l’im
p
lica

tio
n d

es tra
v
a
illeu

rs,
JO
C
E
 
n
°
L
 
294 d

u 10 /11 /2001 p
p
.22

32;
C
o
u
n
cil D

irectiv
e 2001 /86 /E

C
 
o
f 8 O

cto
b
er 2001

 
su
p
p
lem

en
tin
g th

e S
ta
tu
te fo

r a E
u
ro
p
ea
n co

m
p
a
n
y w

ith reg
a
rd to th

e in
v
o
lv
em
en
t o
f em

p
lo
y
ees,

O
J
 
L 294,

10 /11 /2001
 

p
p
.22

32.

６
）

本
稿
で
引
用
す
る
Ｓ
Ｅ
規
則
の
条
文
は
、
Ｅ
Ｃ
官
報
英
語
版
を
参
照
し
つ
つ
も
、
主
と
し
て
同
官
報
フ
ラ
ン
ス
語
版
か
ら
翻
訳
し
た
。
ま
た
、
Ｓ

Ｅ
規
則
お
よ
び
労
働
者
関
与
指
令
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
野
田
輝
久
訳
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
株
式
会
社
規
則
（
Ｓ
Ｅ
規
則
）
試
訳
」
青
山
経
営
論
集
三
七

巻
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
七
一
頁
以
下
、
上
田
廣
美
「『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
に
関
す
る
理
事
会
規
則
の
提
案
』
と
『
従
業
員
参
加
に
関
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
会
社
法
を
補
完
す
る
理
事
会
指
令
の
提
案
』」
亜
細
亜
法
学
三
六
巻
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
四
七
頁
以
下
、
正
井
章
筰
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社

（
Ｓ
Ｅ
法
）
を
補
充
す
る
労
働
者
参
加
指
令
」
比
較
法
学
四
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
八
九
頁
以
下
が
あ
り
、
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

７
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
次
の
四
点
が
挙
げ
ら
れ
る
（
以
下
、L

en
o
ir,

P
rem

ier b
ila
n
,
su
pra

.
n
o
te
 
n
°2,

p
.9,

C
a
th
ia
rd
,

R
a
p
p
o
rt,

su
pra

.
n
o
te n

°2,
p
.7

参
照
）。
第
一
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
を
利
用
す
る
こ
と
で
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
手
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
確
認
す
る
こ
と
で
、
共
同
事
業
に
結
集
し
よ
う
と
す
る
意
思
（affectio societatis

）
を
強
化
す
る
方
法
と
な
り
う
る
と
さ
れ
る
。
第
二
に
、
子
会

社
を
支
店
に
転
換
す
る
こ
と
で
、
企
業
グ
ル
ー
プ
の
簡
略
化
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
管
理
コ
ス
ト
の
削
減
、
適

用
さ
れ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ル
ー
ル
数
の
削
減
、
移
転
価
格
の
評
価
に
関
す
る
困
難
性
の
軽
減
、
金
融
・
保
険
セ
ク
タ
ー
等
規
制
さ
れ
る
活
動
に
お
け

る
監
督
制
度
の
軽
減
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
。
第
三
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
が
提
供
す
る
超
国
家
的
な
再
編
の
手
法
（
具
体
的
に
は
、
会
社
住
所

の
移
転
（
Ｓ
Ｅ
規
則
八
条
）
お
よ
び
超
国
家
的
合
併
（
同
二
条
一
項
、
一
七
条
以
下
））
に
よ
り
、
競
争
上
の
地
位
を
強
化
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
第

四
に
、
①
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
持
株
会
社
（S

E h
o
ld
in
g

）
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
り
（
同
二
条
二
項
、
三
二
条
以
下
）、
ま
た
は
②
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社

の
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
子
会
社
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
子
会
社
（S

E
 
filia

le

）
を
設
立
す
る
こ
と
に
よ
り
（
同
三
条
二
項
）、
企
業
グ
ル
ー
プ
の
簡

略
化
を
も
た
ら
し
う
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

８
）

B
en
o
ıt L

eco
u
rt,

M
issio

n d
’ev
a
lu
a
tio
n d

u sta
tu
t d
e la so

ciete
eu
ro
p
een

n
e,
R
evu

e d
es S

ocietes
,
n
°4,

2006,
p
.933.

９
）

N
o
elle

 
L
en
o
ir,

L
a
 
S
ocietas

 
E
u
ropaea

 
ou
 
S
E
,
-P
ou
r
 
u
n
e
 
citoyen

n
ete

eu
ropeen

n
e
 
d
e
 
l’en

treprise
,
L
a
 
d
o
cu
m
en
ta
tio
n

 
F
ra
n
ça
ise,

C
o
llectio

n d
es ra

p
p
o
rts o

fficiels,
R
a
p
p
o
rt a

u g
a
rd
e d
es S

cea
u
x
,
m
in
istre d

e la Ju
stice,

2007,
p
.95,

a
v
a
ila
b
le a

t ）

一
〇

一
〇

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



h
ttp
: //lesra

p
p
o
rts.

la
d
o
cu
m
en
ta
tio
n
fra
n
ca
ise.fr /B

R
P
/074000236 /0000.p

d
f.

本
報
告
書
は
、
本
文
一
三
四
頁
お
よ
び
付
録
一
八
七
頁

の
全
三
二
二
頁
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
本
報
告
書
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
司
法
省
民
事
国
璽
局
商
法
部
司
法
官
（m

a
g
istra

t a
u

 
b
u
rea

u
 
d
u
 
d
ro
it co

m
m
ercia

l,
d
irectio

n
 
d
es a

ffa
ires civ

iles et d
u
 
scea

u
 
d
u
 
m
in
istere d

e la
 
Ju
stice

）
の
ロ
ナ
ン
・
ゲ
ル
ロ

（R
o
n
a
n G

u
erlo

t

）
氏
、
Ｈ
Ｅ
Ｃ
（
高
等
商
業
専
門
学
校
）
の
ミ
ル
コ
・
ア
ヤ
（M

irk
o H

a
y
a
t

）
提
携
教
授
（
法
お
よ
び
税
制
学
科
）、D

eb
ev
o
ise

&
P
lim

p
to
n L

L
P

の
エ
ル
ワ
ン
・
ル
・
ム
ー
ル
（E

rw
a
n L

e M
eu
r

）
弁
護
士
な
ら
び
に
同
マ
リ
ー＝

ロ
ー
ル
・
コ
ン
ベ
（M

a
rie-L

a
u
re C

o
m
b
et

）

弁
護
士
修
習
生
で
あ
る
（L

en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.5

）。

10
）

本
報
告
書
に
は
、H

E
C E

u
ro
p
e In

stitu
te

よ
り
英
語
訳
が
あ
る
（N

o
elle L

en
o
ir,
T
h
e S
ocietas E

u
ropaea or S

E
,
T
h
e n

ew
 
E
u
ropean

 
com

pan
y
,
H
E
C
 
E
u
ro
p
e
 
In
stitu

te,
2007

(a
v
a
ila
b
le
 
a
t h

ttp
: //w

w
w
.d
eb
ev
o
ise.co

m
/files /N

ew
s /50a

57d
33

f909
48f0

a
11f

f7677f6f0231 /P
re
se
n
ta
tio
n
/
N
e
w
sA
tta

c
h
m
e
n
t /
0
0
0
0
3
a
1
2
5
e
4
7
4
f1
b
9
2
1
1
0
4
c
2
2
7
9
0
c
e
e
e
/
R
a
p
p
o
rtN

L
e
n
o
ire
n
v
e
rsio

n
a
n
g
-

la
ise.p

d
f)

）。

11
）

フ
ラ
ン
ス
政
府
が
ル
ノ
ワ
ー
ル
氏
に
こ
の
報
告
書
の
作
成
を
依
頼
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本
文
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
報
告

書
の
記
載
に
よ
る
と
、
ク
レ
マ
ン
元
司
法
大
臣
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
力
を
確
保
す
る
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
関
す
る

考
察
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
二
〇
〇
八
年
下
半
期
、
欧
州
理
事
会
の
議
長
国
の
任
期
に
フ
ラ
ン
ス
が
あ
る
こ
と
は
、
一
つ
の
チ
ャ

ン
ス
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（L

en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.119

）。

12
）

L
en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.12.

13
）

M
ich
a
el S

to
llt,

500 a
ctiv

e E
u
ro
p
ea
n
 
C
o
m
p
a
n
ies

(S
E
),
3 /3 /2010

(a
v
a
ila
b
le a

t,
h
ttp
: //w

w
w
.w
o
rk
er-p

a
rticip

a
tio
n
.eu
/

E
u
ro
p
ea
n
-C
o
m
p
a
n
y
/S
E
-C
O
M
P
A
N
IE
S
-N
ew
s /500-a

ctiv
e-E

u
ro
p
ea
n
-C
o
m
p
a
n
ies-S

E
).

14
）

M
elin

d
a K

elem
en
,
N
ew
s o
n E

u
ro
p
ea
n C

o
m
p
a
n
ies

(S
E
),
1 S

ep
tem

b
er 2010,

S
E
E
u
ro
p
e n

etw
o
rk
.

加
盟
国
別
の
設
立
数
を
上

位
一
〇
位
に
限
っ
て
見
る
と
、
一
位
チ
ェ
コ
（
二
九
七
社
）、
二
位
ド
イ
ツ
（
一
四
二
社
）、
三
位
オ
ラ
ン
ダ
（
二
六
社
）、
四
位
イ
ギ
リ
ス
（
二
三
社
）、

五
位
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
（
二
二
社
）、
六
位
フ
ラ
ン
ス
（
一
九
社
）、
七
位
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
（
各
一
六
社
）、
八
位
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
一
四
社
）、
九
位

キ
プ
ロ
ス
（
一
二
社
）、
一
〇
位
ベ
ル
ギ
ー
（
九
社
）
で
あ
る
。

15
）

L
en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.12.

16
）

T
h
o
m
a
s B

la
n
k
e

教
授
の
見
解
（P

u
b
lica

tio
n 2005 n

r 161 o
f th

e H
a
n
s B

o
ck
ler S

tiftu
n
g
.
P
a
u
l S
to
rm
,
T
h
e S

E
 
in its six

th）

一
一

一
一

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



y
ea
r:
so
m
e ea

rly im
p
ressio

n
s,
G
erv

en a
n
d S

to
rm
 
ed
.,
su
pra

.
n
o
te n

°2,
v
o
lu
m
e 2,

p
.10

よ
り
引
用
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解

に
つ
い
て
は
、
か
か
る
会
社
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
交
渉
す
べ
き
労
働
者
が
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
を
無
視
す
る
と
い
う
先
決
問
題
要
求
の
虚

偽
（p

etitio p
rin
cip
ii

）
に
陥
っ
て
い
る
と
さ
ら
に
批
判
す
る
学
説
も
あ
る
（S

to
rm
,
su
pra

.
n
o
te n

°16,
p
.11

）。

17
）

フ
ラ
ン
ス
の
株
式
会
社
は
、
定
款
自
治
・
株
主
間
契
約
の
余
地
が
少
な
く
、
合
弁
会
社
（
共
同
子
会
社
）
の
設
立
の
障
害
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
こ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
九
九
四
年
に
Ｓ
Ａ
Ｓ
の
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
当
時
は
、
社
員
は
会
社
に
の
み
限
定
さ
れ
る

制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
九
年
の
改
正
を
経
て
、
社
員
資
格
は
、
会
社
に
か
ぎ
る
こ
と
な
く
、
自
然
人
お
よ
び
法
人
に
拡
大
さ
れ
、
資
本

金
額
の
規
制
（
一
五
〇
万
フ
ラ
ン
以
上
）
も
な
く
な
っ
て
い
る
（
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
』（
第
三
版
、
二
〇
〇
九
年
、
有
斐
閣
）
一
二
頁
一
三

頁
）。
Ｓ
Ａ
Ｓ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
鈴
木
千
佳
子
「
会
社
組
織
お
よ
び
活
動
の
柔
軟
性
｜

フ
ラ
ン
ス
の
簡
易
株
式
制
会
社
に
つ
い
て
｜

」
法
学

研
究
七
三
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
三
頁
以
下
、
生
田
美
弥
子
「
フ
ラ
ン
ス
簡
易
会
社
と
会
社
法
改
正
」
弥
永
真
生
ほ
か
編
『
現
代
企
業
法
・

金
融
法
の
課
題
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
四
四
頁
以
下
、
小
西
み
も
恵
「
フ
ラ
ン
ス
簡
易
株
式
組
織
会
社
に
お
け
る
法
定
代
表
者
」
法
と
政
治
五

五
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
九
頁
以
下
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
簡
易
株
式
組
織
会
社
に
お
け
る
社
員
の
共
同
決
定
」
佐
賀
大
学
経
済
論
集
三
八
巻
六
号
（
二

〇
〇
六
年
）
六
一
頁
以
下
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
簡
易
株
式
組
織
会
社
（
Ｓ
Ａ
Ｓ
）
に
お
け
る
株
式
譲
渡
に
関
す
る
定
款
自
治
の
拡
大
と
限
界
（
一
）」
佐

賀
大
学
経
済
論
集
四
二
巻
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
三
頁
以
下
等
を
参
照
。M

erle,
su
pra.

n
o
te n

°2,
p
.725 et su

iv
..

18
）

以
下
、L

en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.92.

19
）

た
と
え
ば
、
二
〇
〇
八
年
の
一
年
間
に
、
パ
リ
商
事
裁
判
所
に
お
い
て
新
規
に
登
録
さ
れ
た
会
社
数
を
み
る
と
、
株
式
会
社
が
四
二
八
社
で
あ
る

の
に
対
し
、
Ｓ
Ａ
Ｓ
は
二
五
六
四
社
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
七
年
一
月
の
時
点
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
登
録
さ
れ
た
株
式
会
社
は
約
一
三
万
社

で
あ
り
、
Ｓ
Ａ
Ｓ
は
約
一
一
万
社
で
あ
る
（M

erle,
su
pra.

n
o
te n

°2,
p
.2

）。

20
）

Ｓ
Ｅ
規
則
九
条
一
項
は
次
の
通
り
で
あ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
は
、
以
下
の
規
律
に
服
す
る
。
⒜
本
規
則
の
条
項
、
⒝
本
規
則
が
明
示
的
に
認
め

る
場
合
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
定
款
の
条
項
、
ま
た
は
⒞
本
規
則
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
な
い
事
項
、
も
し
く
は
部
分
的
に
の
み
規
律
さ
れ
る
場

合
に
お
い
て
本
規
則
に
よ
っ
て
は
規
律
さ
れ
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
ⅰ
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
を
対
象
と
す
る
共
同
体
の
措
置
を
適
用
す
る
た
め

に
加
盟
国
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
法
律
の
条
項
、
ⅱ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
が
そ
の
定
款
上
の
住
所
を
有
す
る
加
盟
国
の
法
制
に
従
っ
て
設
立
さ
れ
た
株

式
会
社
に
対
し
適
用
さ
れ
る
当
該
加
盟
国
の
法
制
の
条
項
、
ⅲ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
が
そ
の
定
款
上
の
住
所
を
有
す
る
加
盟
国
の
法
制
に
従
っ
て
設
立

さ
れ
た
株
式
会
社
の
場
合
と
同
一
の
要
件
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
定
款
の
条
項
」。

）

一
二

一
二

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



21
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
が
二
〇
〇
一
年
に
成
立
す
る
ま
で
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
笹
川
・
前
掲
注
（
３
）
成
立
ま
で
の
歩
み
一
頁
以
下
参
照
。

22
）

C
a
th
ia
rd
,
R
a
p
p
o
rt,

su
pra

.
n
o
te n

°2,
p
.5.

23
）

L
a lo

i n
°2005

842 d
u 26 ju

illet 2005 p
o
u
r la co

n
fia
n
ce et la m

o
d
ern

isa
tio
n d

e l’eco
n
o
m
ie,

Jou
rn
al O

fficiel d
u 27 ju

illet
 

2005,
p
.12160.

ブ
ル
ト
ン
法
律
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
鳥
山
恭
一
「
立
法
紹
介
」
日
仏
法
学
二
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
三
三
頁
以
下
を
参
照
。
ま

た
、
同
法
律
に
よ
る
資
本
市
場
法
制
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
鳥
山
恭
一
「
海
外
金
融
法
の
動
向
（
フ
ラ
ン
ス
）」
金
融
法
研
究
二
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）

一
四
七
頁
以
下
を
参
照
。

24
）

D
ecret n

°
2006

448 d
u 14 a

v
ril 2006 rela

tif a
la so

ciete
eu
ro
p
een

n
e.

25
）

D
ecret n

°
2006

1360 d
u 9 n

o
v
em
b
re 2006 rela

tif a
l’im

p
lica

tio
n d

es sa
la
rie

d
a
n
s la so

ciete
eu
ro
p
een

n
e et m

o
d
ifia

n
t le

 
co
d
e d

u tra
v
a
il,
JO
 
10 n

o
v
em
b
re 2006.

26
）

以
上
、M

en
ju
cq
,
R
epertoire d

es S
ocietes,

su
pra.

n
o
te n

°2,
p
.3,
n
°5.

こ
れ
ら
の
法
律
お
よ
び
デ
ク
レ
は
、
さ
ら
に
数
度
の
改
正
を
受
け

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
を
含
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
と
そ
の
改
正
案
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
検
討
を
予
定
し
て
い
る
。

27
）

78 /855 /C
E
E

指
令
と
は
、
株
式
会
社
の
合
併
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
三
指
令
を
指
す
。
同
指
令
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
山
口
幸
五
郎＝

清
原
泰

司
「
Ｅ
Ｃ
会
社
法
に
関
す
る
第
三
指
令
」『
Ｅ
Ｃ
会
社
法
』
山
口
幸
五
郎
編
著
（
同
文
舘
、
一
九
八
四
年
）
一
一
七
頁
以
下
参
照
。

28
）

Ｓ
Ｅ
規
則
は
、
定
款
上
の
住
所
（＝
登
録
）
と
経
営
管
理
の
中
心
（＝

指
揮
の
住
所
）
が
一
致
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
「
事
実
上
の
住
所
」
の
理

論
（
本
拠
地
法
主
義
）
を
採
用
し
て
い
る
（
同
規
則
七
条
一
文
）。
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
ス
ペ
イ
ン
等
の
加
盟
国
も
こ
の
立
場
に
立
つ
。
こ
れ
に
対

し
て
、
加
盟
国
の
な
か
に
は
、
定
款
上
の
住
所
と
経
営
管
理
の
中
心
が
別
個
の
加
盟
国
に
存
在
し
て
も
よ
い
と
す
る
「
定
款
上
の
住
所
」
の
理
論
（
設

立
準
拠
法
主
義
）
を
採
用
す
る
国
も
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
イ
タ
リ
ア
等
が
こ
の
立
場
に
立
つ
（
本
拠
地
法
主
義
お
よ

び
設
立
準
拠
法
主
義
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
石
黒
一
憲
『
国
際
私
法
』（
第
二
版
、
新
世
社
、
二
〇
〇
七
年
）
三
八
〇
頁
以
下
、
神
前
禎＝

早
川
吉

尚＝

元
永
和
彦
『
国
際
私
法
』（
第
二
版
、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
一
一
四
頁
以
下
、
江
頭
・
前
掲
注
（
17
）
八
九
二
頁
等
参
照
）。

開
業
の
自
由
に
関
す
る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
最
近
の
判
例
は
、
事
実
上
の
住
所
の
理
論
が
適
用
さ
れ
る
加
盟
国
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
会
社
に
つ

き
、
そ
れ
ら
の
会
社
に
課
さ
れ
る
定
款
上
の
住
所
と
経
営
管
理
の
中
心
を
一
致
さ
せ
る
と
い
う
義
務
を
、
Ｅ
Ｃ
条
約
が
認
め
る
（
二
次
）
開
業
の
自

由
に
反
す
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
無
効
と
す
る
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。C

en
tro
s

事
件
（C

JC
E
,
C
en
tro
s L

td
.

d
u 9 m

a
rs 1999,

A
ffa
ire C

212 /97

）、Ü
b
erseerin

g

事
件
（C

JC
E
,
Ü
b
erseerin

g B
V
 
d
u 5 n

o
v
em
b
re 2002,

A
ffa
ire C

208 /00

）、
）

一
三

一
三

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



In
sp
ire A

rt

事
件
（C

JC
E
,
In
sp
ire A

rt d
u 30 sep

tem
b
re 2003,

A
ffa
ire C

167 /01

）、S
ev
ic

事
件
（C

JC
E
,
S
ev
ic S

y
stem

s d
u 13

 
d
ecem

b
re 2005,

A
ffa
ire C

411 /03

）
参
照
。
た
だ
し
、D

a
ily M

a
il

事
件
（C

JC
E
,
D
a
ily M

a
il d

u 1988,
A
ffa
ire C

81 /87

）
お
よ
び

C
a
rtesio

事
件
（C

JC
E
,
C
a
rtesio O

k
ta
to
es S

zo
lg
a
lta
to
b
t d
u 16 d

ecem
b
re 2008,

A
ffa
ire C

210 /06

）
対
照
。
こ
れ
ら
の
判
決
に

つ
い
て
は
、
森
田
果
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
会
社
法
の
行
方
」（
一
）（
二
・
完
）
民
商
法
雑
誌
一
三
〇
巻
（
二
〇
〇
四
年
）
四
・
五
号
、
六
号
一
八
四

頁
以
下
、
一
三
五
頁
以
下
、
上
田
廣
美
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
『
開
業
の
自
由
（d

ro
it d

’eta
b
lissem

en
t

）』
の
原
則
に
関
す
る
判
例
の
変
遷
｜

イ
ン

ス
パ
イ
ア
・
ア
ー
ト
（In

sp
ire A

rt L
td
.

）
事
件
を
中
心
に
｜

」『
商
法
の
歴
史
と
論
理
』（
倉
澤
康
一
郎
先
生
古
稀
記
念
）（
新
青
出
版
、
二
〇

〇
五
年
）
六
九
頁
以
下
、
上
田
純
子
「
会
社
法
・
関
連
立
法
の
成
果
と
国
際
会
社
法
」『
検
証
会
社
法
』（
浜
田
道
代
先
生
還
暦
記
念
）（
信
山
社
、
二

〇
〇
七
年
）
六
三
六
頁
以
下
、
上
田
純
子
「
欧
州
に
お
け
る
開
業
の
自
由
｜

欧
州
司
法
裁
判
所C

a
rtesio

大
法
廷
判
決
の
検
討
｜

」
国
際
商
事

法
務
三
七
巻
七
号
（
二
〇
〇
九
年
）
八
八
五
頁
以
下
等
参
照
）。

こ
の
よ
う
な
判
例
の
状
況
を
踏
ま
え
、
本
報
告
書
は
、
Ｓ
Ｅ
規
則
に
つ
い
て
事
実
上
の
住
所
の
理
論
を
廃
止
し
て
、
定
款
上
の
住
所
の
理
論
を
採

用
す
べ
き
で
あ
る
と
提
案
す
る
（
同
規
則
七
条
の
改
正
）。

さ
ら
に
、
本
報
告
書
は
、
採
用
を
提
案
す
る
定
款
上
の
住
所
の
制
度
に
つ
い
て
そ
の
利
点
を
三
つ
挙
げ
て
い
る
（
以
下
、L

en
o
ir,

su
pra.

n
o
te

 
n
°9,
p
p
.123

125

）。
第
一
に
、
同
制
度
は
、
企
業
の
結
合
よ
り
生
じ
る
会
社
に
つ
き
、
そ
の
国
籍
を
め
ぐ
る
対
立
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
る
。
第
二
に
、
同
制
度
は
、
企
業
グ
ル
ー
プ
の
簡
略
化
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（
た
と
え
ば
、
企
業
グ
ル
ー
プ
の
統
括
会
社
で
あ
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
会
社
が
、
異
な
る
加
盟
国
に
あ
る
そ
の
子
会
社
の
す
べ
て
を
同
一
の
加
盟
国
に
お
い
て
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
子
会
社
の
す
べ
て
を

同
一
の
国
家
法
規
に
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
）。
第
三
に
、
同
制
度
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
は
、
非
上
場
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
制
度
を
利
用
し

た
い
と
望
む
外
国
企
業
を
引
き
つ
け
る
手
段
と
な
り
う
る
と
す
る
。
非
上
場
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
が
有
す
る
経
営
の
柔
軟
性
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
有
限

責
任
会
社
（L
im
ited

）
の
制
度
と
大
い
に
競
争
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
（
後
述
第
四
章
。
た
だ
し
こ
の
柔
軟
性
に
つ
い
て
は
、
学
説
か
ら
の

批
判
も
あ
る
（
後
掲
注
（
82
）
参
照
））。

29
）

Ｓ
Ｅ
規
則
六
九
条
ｃ
号
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
一
九
六
八
年
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
の
な
か
に
挿
入
さ
れ
う
る
す
べ
て
の
条
項
、
ま
た
は
加

盟
国
も
し
く
は
欧
州
理
事
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
る
右
条
約
を
代
置
す
る
す
べ
て
の
法
文
に
鑑
み
て
」、Ｓ
Ｅ
規
則
八
条
一
六
項
を
改
正
す
る
か
ど
う

か
検
討
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
こ
で
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
を
代
置
す
る
法
文
と
は
、
Ｓ
Ｅ
規
則
の
採
択
時
に
完
成
の
一
歩
手
前
で
あ
っ
た

「
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
関
す
る
裁
判
管
轄
な
ら
び
に
裁
判
の
承
認
お
よ
び
執
行
に
関
す
る
規
則
」（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

条
約
と
い
う
）
を
指
す
も

）

一
四

一
四

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



の
と
解
さ
れ
る
（L

en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.129

）。
同
規
則
は
、
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
の
抵
触
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
そ

の
最
低
限
に
お
い
て
統
一
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
同
規
則
に
つ
き
、
中
西
康
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

条
約
の
規
則
化
と
そ
の
問
題
点
」
国
際
私

法
年
報
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
四
七
頁
以
下
参
照
。
ま
た
同
規
則
の
翻
訳
に
つ
き
、
中
西
康
訳
「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
及
び

裁
判
の
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
四
四
／
二
〇
〇
一
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

規
則
）（
上
）（
下
）」
国
際
商

事
法
務
三
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
三
一
一
頁
以
下
、
同
巻
四
号
四
六
五
以
下
）。

Ｓ
Ｅ
規
則
八
条
一
六
項
は
、
そ
の
移
転
前
に
生
じ
た
係
争
に
つ
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
住
所
を
移
転
し
た
後
に
提
起
さ
れ
た
訴
訟
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
管
轄
を
設
立
国
（p

a
y
s d
’o
rig
in
e

）
の
裁
判
所
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
本
報
告
書
は
、
こ
の
規
定
を
保
護
主
義
的
（p

ro
tectrice

）
で
あ
る

と
す
る
。
も
っ
と
も
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

条
約
と
比
較
し
て
、
た
と
え
本
規
定
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
改
正
が
迅
速
に
な
さ
れ
る
と
は

考
え
に
く
い
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
報
告
書
は
、
欧
州
委
員
会
の
諮
問
機
関
と
し
て
、「
国
際
私
法
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」（F

o
ru
m

 
eu
ro
p
een

 
d
u
 
d
ro
it in

tern
a
tio
n
a
l p
riv
e

）
を
創
設
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
同
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
構
想
は
、
法
律
の
抵
触
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
準
拠
法
お
よ
び
管
轄
裁
判
所
に
関
す
る
加
盟
国
の
概
念
を
で
き
う
る
か
ぎ
り
接
近
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
（L

en
o
ir,

su
pra

.
n
o
te n

°9,

p
p
.129

130

）。

30
）

先
に
本
文
で
引
用
し
た
Ｓ
Ｅ
規
則
六
九
条
ｄ
号
の
文
言
は
、
や
や
複
雑
な
規
定
の
仕
方
で
あ
る
が
、
趣
旨
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る

（L
en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.120

）。
こ
の
問
題
は
、
後
述
第
四
章
に
お
い
て
検
討
す
る
。

31
）

L
en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
p
.199

120.

32
）

前
掲
注
（
28
）
参
照
。

33
）

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ま
ず
Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
一
指
令
（
一
九
六
八
年
三
月
九
日
。
二
〇
〇
三
年
に
改
正
）
が
、
各
加
盟
国
の
会
社
に
対
し
、
最
低

限
の
内
容
の
公
示
を
課
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
会
社
登
記
簿
の
制
度
は
、
加
盟
国
の
数
と
同
じ
数
だ
け
存
在
し
て
お
り
、
共
同
体
に
共
通
の
会
社

登
記
簿
の
制
度
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
各
加
盟
国
の
会
社
登
記
簿
間
に
そ
の
情
報
を
交
換
す
る
制
度
も
存
在
し
な
い
。
他
方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会

社
の
登
録
は
、
Ｅ
Ｃ
官
報
へ
の
通
知
の
対
象
と
な
る
と
さ
れ
る（
Ｓ
Ｅ
規
則
一
四
条
一
項
）。
し
か
し
、
こ
の
Ｅ
Ｃ
官
報
へ
の
公
示
に
は
法
律
上
な
ん

ら
の
効
果
も
生
じ
さ
せ
な
い
し
、
ま
た
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
か
か
る
公
示
義
務
は
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
第
三
者
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
関
す
る
包
括
的
な
情
報
を
入
手
す
る
に
は
、
当
該
会
社
の
登
録
さ
れ
た
加
盟
国
の
登
記
簿
に
ア
ク
セ
ス
す
る

よ
り
ほ
か
な
い
。
そ
こ
で
、
本
報
告
書
は
、
共
同
体
商
標
意
匠
に
関
す
る
域
内
市
場
調
和
局
（
Ｏ
Ｈ
Ｉ
Ｍ,

O
ffice o

f H
a
rm
o
n
isa
tio
n fo

r th
e）

一
五

一
五

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



In
tern

a
l M

a
rk
et

）
を
モ
デ
ル
と
す
る
集
権
化
さ
れ
た
「
会
社
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
登
記
簿
」（reg

istre eu
ro
p
een d

es so
cietes

）
の
創
設

を
提
案
す
る
。
も
っ
と
も
、
同
登
記
簿
の
構
想
は
野
心
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
象
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
も
、
共
同
体
法
上

の
そ
の
他
の
団
体
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
利
益
団
体
（
Ｇ
Ｉ
Ｅ
Ｅ,

g
ro
u
p
em
en
t d

’in
teret eco

n
o
m
iq
u
e eu

ro
p
een

）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
同
組
合

（
Ｓ
Ｃ
Ｅ,

so
ciete

co
o
p
era

tiv
e eu

ro
p
een

n
e

）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
会
社
（
Ｓ
Ｐ
Ｅ,

so
ciete

p
riv
ee eu

ro
p
een

n
e

）
等
）
に
限
定
さ
れ
る
も
の

で
も
な
く
、
究
極
的
に
は
、
す
べ
て
の
種
類
の
会
社
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（L

en
o
ir,

su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
p
.126

127

）。
な
お
、

同
登
記
簿
の
構
想
と
は
別
個
に
、
欧
州
委
員
会
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
、
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
（B

u
sin
ess R

eg
ister In

tero
p
era

b
ility T

h
ro
u
g
h
o
u
t

 
E
u
ro
p
e

、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
相
互
利
用
可
能
な
商
業
登
記
簿
）
の
計
画
を
開
始
し
て
い
る
。

34
）

Ｓ
Ｅ
規
則
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
税
制
に
つ
き
、
な
ん
ら
の
規
定
も
有
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
お
よ
び
そ
の
設
立
当

事
会
社
に
つ
い
て
は
、
そ
の
登
録
国
の
税
制
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
報
告
書
は
、
具
体
的
に
は
、
次
の
三
点
の
提
案
を
す
る
。
第
一
に
、

法
人
税
に
関
す
る
、
共
通
課
税
ベ
ー
ス
（b

a
se co

m
m
u
n
e co

n
so
lid
ee

）
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
転
出
税
（ta

x
e d
e so

rtie,ex
it

 
ta
x

）
を
廃
止
す
る
こ
と
で
あ
る
（
こ
の
転
出
税
と
は
、
恒
久
的
施
設
（eta

b
lissm

en
t sta

b
le

）
が
維
持
さ
れ
な
い
場
合
に
お
け
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
・

ゲ
イ
ン
課
税
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
（L

en
o
ir,
2008,

su
pra

.
n
o
te n

°2,
p
.44,

n
°117

）。
第
三
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
を
望
む
会
社
に

対
し
て
、
適
用
さ
れ
る
税
制
に
つ
き（
た
と
え
ば
移
転
資
産
の
市
場
価
値
の
決
定
）、
関
連
国
の
課
税
庁
と
の
間
で
事
前
相
談
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る

（
以
上
、
詳
し
く
は
、L

en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
p
.128

129

）。

35
）

前
掲
注
（
29
）
参
照
。

36
）

こ
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

37
）

な
お
、
本
稿
で
は
割
愛
し
た
右
記
③
⑤
⑥
⑦
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
脚
注
に
お
い
て
簡
潔
に
言
及
し
た
。
③
に
つ
き
前
掲
注（
28
）、
⑤

に
つ
き
前
掲
注
（
33
）、
⑥
に
つ
き
前
掲
注
（
34
）、
⑦
に
つ
き
前
掲
注
（
29
）
参
照
。
会
社
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
登
記
簿
の
創
設
に
関
す
る
提
案

（
⑤
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、「『
商
業
登
記
簿
の
相
互
連
絡
』
に
関
す
る
緑
書
」（L

iv
re v

ert su
r

L
’in
terco

n
n
ex
io
n
 
d
es reg

istres d
u

 
co
m
m
erce

）（
欧
州
委
員
会
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
四
日
）
お
よ
び
「
商
業
登
記
簿
の
相
互
連
絡
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
回

答
の
総
括
」（S

y
n
th
ese d

es rep
o
n
ses a

la co
n
su
lta
tio
n p

u
b
liq
u
e su

r l’in
terco

n
n
ex
io
n d

es reg
istres d

u co
m
m
erce

）（
二
〇
一
〇

年
四
月
）が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
本
稿
で
は
脚
注
に
お
け
る
言
及
に
留
め
て
い
る（
前

者
を
紹
介
す
る
文
献
と
し
て
、B

en
o
ıt L

eco
u
rt,

A
cces a

l’in
fo
rm
a
tio
n su

r les so
cietes,

R
evu

e d
es S

ocietes
,
n
°4,

2009,
p
.892 et ）

一
六

一
六

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



su
iv
.

が
あ
り
、
後
者
を
紹
介
す
る
文
献
と
し
て
、B

en
o
ıt L

eco
u
rt,

In
terco

n
n
ex
io
n d

es reg
istres d

u co
m
m
erce a

u sein d
e l’U

n
io
n

 
eu
ro
p
een

n
e:
la
rg
e so

u
tien d

es p
a
rties co

n
su
ltees lo

rs d
e la co

n
su
lta
tio
n p

u
b
liq
u
e,
R
evu

e d
es S

ocietes
,
Ju
illet-A

o
u
t,
2010,

p
.335

 
et
 
su
iv
.

が
あ
る
）。
こ
れ
ら
の
文
書
お
よ
び
関
連
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
欧
州
委
員
会
の
サ
イ
ト
に
お
い
て
入
手
可
能
で
あ
る
（T

h
e

 
in
terco

n
n
ectio

n o
f b
u
sin
ess reg

isters,
h
ttp
: //ec.eu

ro
p
a
.eu
/in
tern

a
l m

a
rk
et /co

m
p
a
n
y
/b
u
sin
ess reg

isters /in
d
ex
 
en
.h
tm

）。

38
）

筆
者
の
知
り
え
た
か
ぎ
り
で
は
、
関
孝
哉
「
欧
州
会
社
法
と
主
要
欧
州
企
業
の
対
応
」
商
事
一
八
二
九
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
三
頁
以
下
お
よ
び

鳥
山
恭
一
「
共
同
体
法
へ
の
会
社
法
の
対
応
（
Ｄ
Ｄ
Ａ
Ｃ
）
｜

会
社
法
を
共
同
体
法
に
適
合
さ
せ
る
各
種
の
規
定
を
定
め
る
二
〇
〇
八
年
七
月
三
日

の
法
律
第
六
四
九
号
」
日
仏
法
学
二
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
五
二
頁
の
み
で
あ
る
。
関
・
前
掲
注
（
38
）
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
を
受
容
し

た
各
加
盟
国
の
現
状
を
紹
介
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
報
告
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（
関
・
前
掲
注
（
38
）
注
21
、
注
32
、
注
34
）。
ま
た
、

鳥
山
・
前
掲
注
（
38
）
二
五
二
頁
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
、
標
記
の
法
律
（
Ｄ
Ｄ
Ａ
Ｃ
法
律
）
に
よ
る
改
正
事
項
を
紹

介
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
こ
の
改
正
が
ル
ノ
ワ
ー
ル
報
告
書
の
提
案
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
点
に
つ
い
て
は

別
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
。

39
）

欧
州
委
員
会
の
改
正
作
業
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
、
後
述
第
四
章
（
４
）
参
照
。

40
）

ル
ノ
ワ
ー
ル
氏
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
会
社
立
法
に
つ
き
、
こ
れ
ま
で
相
当
の
提
案
力
（fo

rce d
e p
ro
p
o
sitio

n

）
を
維
持

し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
一
九
八
五
年
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
利
益
団
体
（g

ro
u
p
em
en
t d

’in
teret eco

n
o
m
iq
u
e

）
を
モ
デ
ル

と
し
て
前
述
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
利
益
団
体
（
Ｇ
Ｉ
Ｅ
Ｅ
）
が
創
設
さ
れ
、
ま
た
二
〇
〇
一
年
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
議
長
国
を
つ
と
め
た
ニ
ー
ス
サ

ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
が
採
択
さ
れ
、
加
え
て
二
〇
〇
三
年
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
ア
ン
ゲ
ラ
・
メ
ル
ケ
ル
（A

n
g
ela

 
M
erk

el

）
現
首
相
の
提
案
に
も
と
づ
き
前
述
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
同
組
合
（
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）
が
採
択
さ
れ
、
さ
ら
に
、
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
の
提
案
を
基
礎
と

す
る
前
述
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
会
社
（
Ｓ
Ｐ
Ｅ
）
の
提
案
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
さ
れ
る
（L

en
o
ir,
E
n
tretien a

v
ec,

su
p
ra
.
n
o
te

 
n
°2,

p
.9

）。

）

一
七
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七

札
幌
学
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第
二
章

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
に
関
す
る
提
案

⑴

ま
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
に
関
す
る
提
案
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
を
紹
介
す
る
前
に
、
現
行
の
Ｓ
Ｅ
規
則
に
よ
る
規

制
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
同
規
則
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
に
つ
い
て
、
①
合
併
方
式（
同
二
条
一
項
）、
②
持
株
会
社
方

式
（
同
二
項
）、
③
共
同
子
会
社
方
式
（
同
三
項
）、
④
組
織
変
更
方
式
（
同
四
項
）
の
四
つ
の
方
式
を
認
め
て

41
）

い
る
。

超
国
家
性
（ex

tra
n
eite

）
の
要
件
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
設
立
方
式
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
①
合
併
方
式
の
場
合
、

当
事
会
社
（
株
式
会
社
）
は
、
少
な
く
と
も
二
個
の
会
社
が
異
な
る
加
盟
国
の
法
制
に
服
し
て
い
る
必
要
が

42
）

あ
る
。
②
持
株
会
社

43
）

方
式
お

よ
び
③
共
同
子
会
社
方
式
の
場
合
、
当
事
会
社
（
前
者
の
場
合
は
株
式
会
社
お
よ
び
有
限
会
社
、
後
者
の
場
合
は
協
同
組
合
を
含
む
民
法

お
よ
び
商
法
に
も
と
づ
く
会
社
な
ら
び
に
公
法
上
お
よ
び
私
法
上
の
法
人
）
は
、
少
な
く
と
も
二
個
の
会
社
が
、
⒜
異
な
る
加
盟
国
の
法

制
に
服
す
る
こ
と
、
ま
た
は
⒝
少
な
く
と
も
二
年
間
、
他
の
加
盟
国
の
法
制
に
服
す
る
子

44
）

会
社
も
し
く
は
他
の
加
盟
国
に
存
在
す
る
支
店

を
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
④
組
織
変
更
方
式
の
場
合
、
当
事
会
社
（
株
式
会
社
）
は
、
少
な
く
と
も
二
年
間
、
そ
の
他
の
加
盟
国

の
法
制
に
服
す
る
一
個
の
子
会
社
を
有
す
る
必
要
が

45
）

あ
る
。

⑵

本
報
告
書
は
、
右
の
Ｓ
Ｅ
規
則
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
の
可
能
性
を
制
限
す
る
障
害
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
制
度
が
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
制
限
的
な
要
件
を
定
め

て
い
る
の
か
疑
問
で
あ
る
と

46
）

す
る
。
か
か
る
現
状
を
是
正
す
る
に
は
、
次
の
二
つ
の
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
る
と
さ

47
）

れ
る
。

第
一
の
方
式
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
制
度
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
同
組
合
（
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）
の
制
度
と
一
致

48
）

さ
せ
、
異
な
る
加
盟
国
の
自
然
人

ま
た
は
法
人
に
よ
る
、
既
存
の
会
社
を
前
提
と
し
な
い
ゼ
ロ
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
（crea

tio
n ex n

ih
ilo

）
を
認
め
る
も
の

）

一
八

一
八

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



で
あ
る
。

第
二
の
方
式
は
、
他
の
加
盟
国
に
一
定
期
間
（
一
年
間
）
以
上
進
出
し
て
い
る
す
べ
て
の
資
本
会
社
（
そ
の
会
社
形
態
は
問
わ
な
い
。

た
と
え
ば
、
有
限
会
社
ま
た
は
Ｓ
Ａ
Ｓ
を
含
む
）
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
方
式
は
、
第
一
の
方
式
よ
り
も
制
限
的
で
は
あ
る
と
さ
れ
つ
つ
も
、
本
報
告
書
は
、
第
二
の
方
式
を
採
用
す
る
と
し
て

49
）

い
る
。

⑶

本
報
告
書
は
、
こ
の
よ
う
に
、
既
存
の
会
社
を
前
提
と
し
な
い
ま
っ
た
く
ゼ
ロ
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
を
認
め
る
（
第

一
の
方
式
）
の
で
は
な
く
、
企
業
グ
ル
ー
プ
の
子
会
社
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
へ
と
組
織
変
更
す
る
場
合
も
含
め
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の

設
立
の
可
能
性
を
す
べ
て
の
資
本
会
社
に
対
し
拡
大
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と

50
）

す
る
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
提
案

51
）

す
る
。

第
一
に
、
す
べ
て
の
資
本
会
社
は
、
他
の
加
盟
国
に
少
な
く
と
も
一
個
の
子
会
社
を
一
年
間
以
上
有
す
る
場
合
に
は
、
組
織
変
更
方
式

に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
を
設
立
し
う
る
べ
き
で
あ
る（
Ｓ
Ｅ
規
則
二
条
四
項
を
改
正
。
現
行
は
二
年
間

52
）

以
上
）。
ま
た
、
す
べ
て
の

資
本
会
社
は
、
当
事
会
社
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
二
個
の
会
社
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
加
盟
国
の
法
制
に
服
す
る
場
合
に
は
、
合
併
方
式
・

持
株
会
社
方
式
・
共
同
子
会
社
方
式
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
を
設
立
し
う
る
べ
き
で

53
）

あ
る
（
共
同
子
会
社
方
式
の
場
合
に
は
、
子

会
社
を
有
す
る
必
要
な
し
）。
さ
ら
に
、
自
然
人
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
に
参
加
し
う
る
こ
と
を
明
記
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
他
の
加
盟
国
に
少
な
く
と
も
一
個
の
子
会
社
を
一
年
間
以
上
有
す
る
す
べ
て
の
資
本
会
社
は
、
当
該
資
本
会
社
の
子
会
社
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
子
会
社
ま
た
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
持
株
会
社
へ
と
組
織
変
更
し
う
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
（
た
と
え
、
そ
の
結
果
設
立
さ
れ
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
子
会
社
自
体
は
、
他
の
加
盟
国
に
そ
の
子
会
社
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
可
と

54
）

す
る

55
）

）。

注

41
）

こ
の
ほ
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
は
、
一
ま
た
は
複
数
の
子
会
社
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
形
式
に
お
い
て
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
（
Ｓ
Ｅ
規
則
三
条

）

一
九

一
九

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



二
項
）、
こ
の
方
式
を
含
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
方
式
を
五
方
式
と
す
る
学
説
も
あ
る（
た
と
え
ば
、M

en
ju
cq
,
p
rem

ier p
a
s,su

pra.
n
o
te

 
n
°2,

p
.255,

n
°6

）。

42
）

合
併
方
式
に
よ
る
設
立
に
つ
い
て
は
、
笹
川
・
前
掲
注
（
３
）
合
併
方
式
四
七
頁
以
下
を
参
照
。

43
）

持
株
会
社
方
式
に
よ
る
設
立
に
つ
い
て
は
、
笹
川
・
前
掲
注
（
３
）
持
株
会
社
方
式
五
五
頁
以
下
を
参
照
。

44
）

Ｓ
Ｅ
規
則
に
お
い
て
「
子
会
社
」
に
関
す
る
定
義
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
き
、C

a
th
ia
rd
,
L
es n

o
u
v
ea
u
x a

to
u
ts,

su
pra.

n
o
te n

°2,

p
.551

参
照
。

45
）

組
織
変
更
方
式
に
よ
る
設
立
に
つ
い
て
は
、
笹
川
・
前
掲
注
（
３
）
組
織
変
更
方
式
四
三
頁
以
下
を
参
照
。

46
）

ル
ノ
ワ
ー
ル
氏
は
、
本
報
告
書
と
は
別
の
論
文
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｅ
規
則
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
の
可
能
性
を
こ
の
よ
う
に
制
限
し
て
い
る
理

由
に
つ
き
、
そ
の
加
盟
国
に
よ
る
支
配
を
逃
れ
る
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
を
懸
念
す
る
加
盟
国
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
（L

en
o
ir,
2008,

su
pra.

n
o
te n

°2,
p
.44

）。

47
）

L
en
o
ir,
su
pra.

n
o
te n

°9,
p
.121.

48
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
同
組
合
は
、
二
つ
以
上
の
加
盟
国
に
居
住
す
る
五
人
以
上
の
自
然
人
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
同
組
合
規
則
二
条
一

項
）。
同
組
合
の
設
立
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
上
田
廣
美
「
資
料
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
同
会
社
法
（
上
）」
亜
細
亜
法
学
三
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）

三
九
巻
二
号
一
六
八
頁
、
多
木
誠
一
郎
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
同
組
合
法
規
則
に
関
す
る
覚
書
」
神
戸
市
外
国
語
大
学
外
国
学
研
究
六
三
号
（
二
〇
〇
六

年
）一
七
五
頁
一
七
六
頁
参
照
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
同
組
合
に
つ
い
て
は
、G

ilb
ert P

a
rlea

n
i,
L
a so

ciete
co
o
p
era

tiv
e

 
eu
ro
p
een

n
e fra

n
ça
is a

p
res la lo

i d
u 3 ju

illet 2008,
R
evu

e d
es S

ocietes
,
n
°3,

2008,
p
.531 et su

iv
.

参
照
。

49
）

第
一
の
方
式
を
採
用
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
調
べ
た
限
り
に
お
い
て
、
本
報
告
書
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
第
一
の
方
式
を
採

る
べ
き
と
す
る
見
解
と
し
て
、D

a
m
m
a
n
n et F

ro
n
ty
,
su
pra

.
n
o
te n

°2,
p
.100 et su

iv
.

参
照
。

50
）

た
と
え
ば
、
Ｐ
Ｓ
Ａ
プ
ジ
ョ
ー
・
シ
ト
ロ
エ
ン
（P

S
A
 
P
eu
g
eo
t
 
C
itro

en

）
グ
ル
ー
プ
の
意
見
も
同
趣
旨
で
あ
る
（G

illes
 
R
eq
u
illa

rt,

C
o
n
trib

u
tio
n d

e P
S
A
 
P
eu
g
eo
t C

itro
en
,
in L

en
o
ir,
su
pra.

n
o
te n

°9,
p
.224 et su

iv
.

）。

51
）

L
en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.121.

52
）

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
非
上
場
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
認
め
ら
れ
た
定
款
自
治
（
株
主
間
の
関
係
を
設
計
し
う
る
。
後
述
第
四
章
⑶
）

に
鑑
み
る
と
、
Ｓ
Ａ
Ｓ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
へ
と
直
接
組
織
変
更
し
う
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
企
業
を
同
会
社
へ
と
引
き
つ
け
る
こ
と
に

）

二
〇

二
〇

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



な
り
う
る
と
予
測
さ
れ
る
（L

en
o
ir,
su
pra.

n
o
te n

°9,
p
.111

）。
現
行
の
Ｓ
Ｅ
規
則
に
お
い
て
Ｓ
Ａ
Ｓ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
へ
組
織
変
更
す
る
場

合
に
は
、
当
該
Ｓ
Ａ
Ｓ
を
事
前
に
株
式
会
社
へ
組
織
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

53
）

現
行
の
Ｓ
Ｅ
規
則
の
設
立
当
事
会
社
は
、
合
併
方
式
に
つ
い
て
は
株
式
会
社
の
み（
二
条
一
項
）、
持
株
会
社
方
式
に
つ
い
て
は
株
式
会
社
お
よ
び

有
限
会
社
（
二
条
二
項
ａ
号
）、
共
同
子
会
社
方
式
に
つ
い
て
は
Ｅ
Ｃ
条
約
四
八
条
二
項
の
会
社
な
ら
び
に
公
法
上
・
私
法
上
の
法
人
（
二
条
三
項
ａ

号
）
で
あ
る
。

54
）

現
行
の
Ｓ
Ｅ
規
則
二
条
四
項
で
は
、
こ
れ
が
必
要
と
な
る
。

55
）

こ
の
第
二
の
提
案
は
、
ま
ず
複
数
の
加
盟
国
に
子
会
社
を
有
す
る
企
業
グ
ル
ー
プ
の
統
括
会
社
が
、
そ
の
子
会
社
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
す
る
場

合
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（L

en
o
ir,

su
pra.

n
o
te n

°9,
p
.40

）。
次
に
、
当
該
子
会
社
に
さ
ら
に
子
会
社
（
親
会
社
で
あ
る
統
括
会
社
か

ら
み
れ
ば
孫
会
社
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
持
株
会
社
（
中
間
持
株
会
社
）
に
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

第
三
章

超
国
家
的
な
再
編
に
関
す
る
提
案

⑴

次
は
、
超
国
家
的
な
再
編
（co

o
p
era

tio
n tra

n
sfro

n
ta
liere

）
と
い
う
観
点
か
ら
の
提
案
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

会
社
の
中
心
的
な
役
割
で
あ
り
、
同
法
は
、
超
国
家
的
な
戦
略
の
追
求
と
い
う
目
的
に
よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
か
か
る
目
的
の
た
め
に
利
用
し
う
る
手
段
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と

56
）

す
る
。
提
案
は
、
次
の
三
点
に
分
け
ら
れ
る
。

⑵

第
一
に
、
Ｓ
Ｅ
規
則
六
九
条
ｂ
号
が
提
示
し
た
問
題
に
応
え
る
形
で
、
同
規
則
一
七
条
二
項
に
定
め
る
合
併
概
念
を
そ
の
他
の
合

併
類
型
（ty

p
e d
e fu

sio
n

）
に
ま
で
拡
大
す
る
べ
き
か
が
検
討
さ
れ
る
。
同
規
則
は
、
吸
収
合
併
（
同
規
則
一
七
条
二
項
ａ
号
）
お
よ
び

新
設
合
併
（
同
ｂ
号
）
の
二
種
類
の
合
併
類
型
（
Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
三
指
令
三
条
一
項
お
よ
び
同
四
条
一
項
が
規
定
す
る
類
型
）
の
み
を
対

）

二
一

二
一

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



象
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
合
併
類
型
の
ほ
か
に
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
分
割
（scissio

n

）
お
よ
び
資
産
の
一
部
出
資

（a
p
p
o
rt p

a
rtiel d

’a
c

57
）

tif

）
の
制
度
が
存
在
し
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
加
盟
国
（
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
）
に
お
い
て
も
合
併
に
類
似
す
る
そ

の
他
の
方
法
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
に
利
用
す
る
こ
と
は
、
効
果
的
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
同
規
則
一
七
条
二
項
は
、
そ
の
合
併
の
定
義
を
「
そ
の
他
の
合
併
類
型
」
に
ま
で
拡
大
す
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
て

58
）

い
る
。

⑶

第
二
に
、
Ｓ
Ｅ
規
則
に
は
、
超
国
家
合
併
に
関
す
る
若
干
の
不
透
明
性
が
あ
り
、
こ
れ
を
是
正
す
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
具

体
的
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
は
、
他
の
加
盟
国
の
会
社
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
か
否
か
を
問
わ
な
い
）
と
吸
収
合
併
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
と
い
う
問
題
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
二
〇
〇
一
年
に
同
規
則
が
成
立
す
る
よ
り
以
前
に
欧
州
委
員
会
が
提
出
し
た
同
会
社
に
関

す
る
い
ず
れ
の
提
案
に
お
い
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
が
他
の
会
社
と
吸
収
合
併
で
き
る
こ
と
を
明
示
し
て

59
）

い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現

行
の
同
規
則
は
か
か
る
可
能
性
を
明
示
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
規
則
に
厳
格
な
文
言
解
釈
を
行
う
と
、
か
か
る
可
能
性
は
疑
わ

し
い
も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
関
す
る
不
透
明
性
は
早
急
に
是
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
本
報
告
書
は
、
次
の
よ
う
な

提
案
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
規
則
に
「
第
三
章
の
二
」（T

ittle III b
is

）
と
い
う
章
を
新

60
）

設
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
が
他
の
加
盟
国
の

会
社
（
こ
の
会
社
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
み
で
な
く
、
株
式
会
社
・
有
限
会
社
・
Ｓ
Ａ
Ｓ
な
ど
の
す
べ
て
の
資
本
会
社
を
含
む
）
と
合

併
し
う
る
こ
と
を
明
文
を
も
っ
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
具
体
的
に
は
、
一
九
七
〇
年
案
と
同
様
の
明
文
規
定
を
置
く
べ
き
で

あ
る
と

61
）

す
る
）。
か
か
る
可
能
性
を
認
め
た
場
合
に
は
、
同
規
則
の
み
で
な
く
、
労
働
者
関
与
指
令
に
つ
い
て
も
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る

こ
と
に

62
）

な
る
。

⑷

第
三
に
、
実
務
で
は
、
合
併
方
式
に
よ
る
設
立
に
お
い
て
、
複
数
の
国
家
法
規
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
固
有
の
困
難
が

明
ら
か
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
リ
ア
ン
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
は
、
イ
タ
リ
ア
に
あ
る
子
会
社
Ｒ
Ａ
Ｓ
と
の
合
併
に

よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
が
、
本
報
告
書
の
付
録
に
は
、
そ
の
折
に
遭
遇
し
た
問
題
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
各
加
盟
国
に
お
い
て
は
、

）

二
二

二
二

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



企
業
価
値
の
決
定
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
利
用
さ
れ
、
か
つ
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
収
益
価

値
法
（E

rtra
g
sw
ertv

erfa
h
ren

）
が
支
配
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
そ
の
他
の
方
法
が
使
用
さ
れ
る
。
評
価
法

に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
差
異
は
、
適
用
さ
れ
る
株
式
交
換
比
率
の
決
定
に
お
い
て
重
大
な
困
難
を
引
き
起
こ
す
結
果
を
も
た
ら
し

63
）

う
る
。

本
報
告
書
は
、
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
て
、
理
想
と
し
て
は
、
企
業
価
値
の
算
定
に
つ
き
、
標
準
と
な
る
同
一
の
方
法
を
共
同
体

法
が
定
め
、
か
か
る
方
法
が
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な
会
計
上

の
基
準
の
統
一
は
、
専
門
家
の
間
に
激
し
い
論
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
実
現
す
る
の
は
難
し
い
と
す
る
。
も
っ

と
も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
企
業
価
値
の
算
定
の
場
面
の
み
に
生
じ
る
問
題
だ
け
で
は
な
い
。
同
一
の
行
為
に
対
し
て
異
な
る
国
家
法

制
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
障
害
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

64
）

株
主
お
よ
び
会
社
債
権
者
の
保
護
に
最
も
有
利

な
国
家
法
制
を
参
照
す
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、
当
該
行
為
に
適
用
さ
れ
る
最
も
好
ま
し
い
一
個
の
国
家
法
制
を
当
事
会
社
が
選
択
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ

65
）

れ
る
。
こ
の
方
法
は
、
Ｓ
Ｅ
規
則
一

66
）

八
条
の
改
正
を
伴
う
こ
と
に
な
る
が
、
今
後
さ
ら
に
検
討

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

67
）

す
る
。

注

56
）

L
en
o
ir,
su
pra.

n
o
te n

°9,
p
.121.

57
）
「
資
産
の
一
部
出
資
」
に
つ
い
て
は
、
商
法
典
の
規
定
に
よ
る
明
確
な
定
義
は
な
い
が
、「
あ
る
会
社
か
ら
他
の
会
社
に
財
産
の
一
部
を
出
資
し
、

そ
の
対
価
と
し
て
出
資
口
（
持
分
）
あ
る
い
は
株
式
を
受
け
取
る
行
為
」
と
さ
れ
る
（
石
田
清
絵
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
資
産
の
一
部
出
資
｜

包

括
的
移
転
の
考
察
を
中
心
と
し
て
｜

」『
比
較
会
社
法
研
究
』
奥
島
孝
康
教
授
還
暦
記
念
第
一
巻
（
一
九
九
九
年
）
五
六
七
頁
）。
わ
が
国
の
吸
収
分

割
に
相
当
す
る
概
念
の
よ
う
で
あ
る
（
分
割
は
わ
が
国
の
新
設
分
割
に
相
当
す
る
）。
詳
し
く
は
、
石
田
・
前
掲
注
（
57
）
五
六
五
頁
以
下
、
吉
田
正

之
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
株
式
会
社
の
資
産
の
一
部
出
資
」
一
橋
研
究
一
二
巻
四
号
（
一
九
八
八
年
）
一
三
一
頁
以
下
、M

erle,
su
pra.

n
o
te n

°

）

二
三

二
三

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



2,
p
.876,

n
°672 et su

iv
.

参
照
。

58
）

L
en
o
ir,
su
pra.

n
o
te n

°9,
p
.122.

フ
ラ
ン
ス
の
経
営
者
団
体
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
企
業
運
動
（M

E
D
E
F
:
M
o
u
v
em
en
t d
es E

n
trep

rises D
E

 
F
ra
n
ce

）
の
意
見
（É

v
a
lu
a
tio
n d

u sta
tu
t d
e la S

E
 
et p

o
sitio

n d
u M

E
D
E
F
,
L
en
o
ir,
su
pra.

n
o
te n

°9,
p
p
.204

205

）
を
参
照
。
デ

ン
マ
ー
ク
の
学
説
の
な
か
に
は
、
こ
れ
に
事
業
譲
渡
を
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る
（W

erla
u
ff,

su
pra.

n
o
te n

°2,
p
.45

）。

59
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
は
、
一
九
五
九
年
に
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
大
学
の
サ
ン
ダ
ー
ス（S

a
n
d
ers

）教
授
が
提
唱
し
て
以
来
、
紆
余
曲
折
の
歴
史
を
有
し
、

成
立
ま
で
に
四
二
年
の
歳
月
を
要
し
た
制
度
で
あ
る
。
そ
の
間
に
は
、
欧
州
委
員
会
よ
り
一
九
七
〇
年
案
、
一
九
七
五
年
修
正
案
、
一
九
八
九
年
案
、

一
九
九
一
年
修
正
案
の
四
つ
の
法
案
が
提
案
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
本
文
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
一
九

七
〇
年
案
は
そ
の
二
六
九
条
以
下
に
お
い
て
（
早
稲
田
大
学
フ
ラ
ン
ス
商
法
研
究
会
訳
「
三
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
案
（
翻
訳
）」
国
際
商
事
法
務
二
巻

七
号
（
一
九
七
四
年
）
七
四
頁
以
下
参
照
）、
一
九
七
五
年
修
正
案
は
そ
の
二
六
九
条
以
下
に
お
い
て
（
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
会
社
法
案
｜

一
九
七
五
年
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
委
員
会
編
｜

』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
〇
年
）
一
八
九
頁
以
下
参
照
）、
一
九
八
九
年

案
は
そ
の
一
三
一
条
に
お
い
て
（
正
井
章
筰
『
Ｅ
Ｃ
国
際
企
業
法
』（
中
央
経
済
社
、
一
九
九
四
年
）
一
二
一
頁
、
二
〇
一
頁
二
〇
二
頁
参
照
）、
一

九
九
一
年
修
正
案
は
そ
の
一
三
二
条
に
お
い
て
（
正
井
・
前
掲
書
注
（
59
）
二
八
六
頁
参
照
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
が
他
の
加
盟
国
の
会
社
と
合
併
し

う
る
こ
と
を
明
文
を
も
っ
て
認
め
て
い
た
。

60
）

こ
こ
で
、
Ｓ
Ｅ
規
則
の
目
次
を
掲
げ
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
前
文
、
第
一
章
一
般
条
項
（
一
条
｜
一
四
条
）、
第
二
章
設
立
（
一
五
条
｜
三
七
条
）、

第
三
章
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
構
造
（
三
八
条
｜
六
〇
条
）、
第
四
章
個
別
計
算
書
類
お
よ
び
連
結
計
算
書
類
（
六
一
条
・
六
二
条
）、
第
五
章
解
散
・

清
算
・
支
払
不
能
お
よ
び
支
払
停
止
（
六
三
条
｜
六
六
条
）、
第
六
章
補
完
的
条
項
お
よ
び
暫
定
的
条
項
（
六
七
条
）、
第
七
章
最
終
条
項
（
六
八
条

｜
七
〇
条
）
で
あ
る
。

61
）

一
九
七
〇
年
案
は
、
そ
の
第
一
一
章
「
合
併
」
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
が
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
と
合
併
す
る
場
合
（
同
年
案
二
六
九
条

｜
二
七
一
条
）
お
よ
び
加
盟
国
の
国
内
法
に
も
と
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
株
式
会
社
と
合
併
す
る
場
合
（
同
年
案
二
七
二
条
｜
二
七
四
条
）
と
に
区
別

し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
規
定
し
て
い
る
（
早
稲
田
大
学
フ
ラ
ン
ス
商
法
研
究
会
・
前
掲
注
（
59
）
七
四
頁
以
下
参
照
）。

62
）

L
en
o
ir,
su
pra.

n
o
te n

°9,
p
.122.

63
）

D
r.
P
.
H
em
elin

g et D
r.
H
.-K
.
R
ess,

C
o
n
trib

u
tio
n d

’A
llia

n
z S

E
,
in L

en
o
ir,
su
pra.

n
o
te n

°9,
p
.216.

64
）

株
主
の
保
護
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｅ
規
則
は
、
合
併
に
反
対
す
る
少
数
株
主
に
対
し
こ
れ
を
保
護
す
る
た
め
の
措
置
を
採
用
し
う
る
こ
と
を
加
盟
国
に

）

二
四

二
四

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



認
め
て
い
る（
同
規
則
二
四
条
二
項
）。
フ
ラ
ン
ス
は
、
そ
の
他
の
加
盟
国
と
同
じ
く
、
合
併
に
反
対
す
る
株
主
に
対
す
る
株
式
買
取
請
求
権
と
い
う

選
択
肢
を
採
用
し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
七
年
二
月
一
六
日
の
司
法
省
の
会
議
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
少
数
株
主
協

会
（
Ａ
Ｄ
Ａ
Ｍ
）
の
コ
レ
ッ
ト
・
ヌ
ー
ヴ
ィ
ル
（C

o
lette N

eu
v
ille

）
氏
は
、
も
う
一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
超
国
家
合
併

に
関
す
る
特
別
多
数
決
の
ル
ー
ル
を
調
和
し
、
そ
の
要
件
を
現
行
の
三
分
の
二
よ
り
さ
ら
に
加
重
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
と
さ
れ
る
（L

en
o
ir,

su
pra.

n
o
te n

°9,
p
.123

）。

65
）

ル
ノ
ワ
ー
ル
氏
は
、
別
の
論
文
に
お
い
て
、
合
併
計
画
の
な
か
に
選
択
さ
れ
る
国
家
法
制
を
定
め
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
（L

en
o
ir,

2008,

su
pra.

n
o
te n

°2,
p
.44

）。

66
）

Ｓ
Ｅ
規
則
一
八
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
本
節﹇
合
併
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
に
関
す
る
規
定
｜

翻

訳
者
挿
入
﹈
に
お
い
て
扱
わ
れ
な
い
事
項
、
ま
た
は
本
節
が
部
分
的
に
の
み
扱
う
事
項
の
う
ち
、
本
節
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て

は
、
合
併
方
式
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
各
当
事
会
社
は
、
当
該
当
事
会
社
が
属
す
る
加
盟
国
の
株
式
会
社
の
合
併
に
適
用
さ
れ
る78 /855 /C

E
E

指
令
（
第
三
指
令
）
に
従
っ
た
法
制
に
服
す
る
も
の
と
す
る
」。

67
）

L
en
o
ir,
su
pra.

n
o
te n

°9,
p
p
.122

123.

第
四
章

ガ
バ
ナ
ン
ス
と
定
款
自
治
に
関
す
る
提
案

⑴

Ｓ
Ｅ
規
則
九
条
一
項（
前
掲
注（
20
））は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
を
規
律
す
る
基
準
の
第
二
順
位
と
し
て
、「
定
款
自
治
」（a

u
to
n
o
m
ie

 
sta
tu
ta
ire

）
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
授
権
さ
れ
た
自
由
」（lib

erte
o
ctro

y
ee

）
で
あ
る
と
言
わ

68
）

れ
る
。
す
な
わ
ち
、

定
款
自
治
は
、
①
同
規
則
に
よ
っ
て
明
示
的
に
認
め
ら
れ
た
も
の（
同
規
則
九
条
一
項
ｂ
号
）、
ま
た
は
、
②
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
住
所
が

あ
る
加
盟
国
の
株
式
会
社
に
対
し
適
用
さ
れ
る
国
家
法
制
に
よ
っ
て
明
示
的
に
認
め
ら
れ
た
も
の
（
同
ｃ
号
iii
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）

二
五

二
五

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



と
規
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
Ｓ
Ｅ
規
則
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
定
款
自
治
の
範
囲
は
、
あ
ま
り
多
く
な
い
と
指
摘
さ

69
）

れ
る
。
同
規
則
に
お
け
る
定
款
自
治
の

具
体
例
と
し
て
は
、
①
監
督
機
関
（
二
層
制
）
ま
た
は
管
理
機
関
（
一
層
制
）
に
お
け
る
構
成
員
の
選
任
（
同
規
則
四
〇
条

70
）

三
項
・
四
三

条

71
）

二
項
）、
②
会
社
機
関
の
構
成
員
の
任
期
（
同
規
則
四
六
条

72
）

一
項
）、
③
規
制
さ
れ
る
取
引
（co

n
v
en
tio
n reg

lem
en
tee

）（
同
規
則
四

73
）
74
）

八
条
）
が
、
本
報
告
書
で
は
挙
げ
ら
れ
て

75
）

い
る
。

⑵

本
報
告
書
は
、
こ
の
よ
う
に
定
款
自
治
が
認
め
ら
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
数
が
多
く
な
い
こ
と
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
は
、「
会

社
｜
契
約
」（so

ciete-co
n
tra
t

）の
概
念
よ
り
も
、「
会
社
｜
制
度
」（so

ciete-in
stitu

tio
n

）の
概
念
に
よ
り
多
く
依
拠
し
て
い
る
と

76
）

す
る
。

上
場
会
社
に
つ
い
て
は
、
株
主
・
債
権
者
保
護
の
た
め
に
、
た
し
か
に
適
正
な
形
式
主
義
（fo

rm
a
lism

e leg
itim

e

）
が
必
要
で
あ
る
と

し
つ
つ
も
、
非
上
場
会
社
に
と
っ
て
は
こ
れ
を
緩
和
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
と
さ

77
）

れ
る
。

⑶

本
報
告
書
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
非
上
場
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
つ
い
て
、
次
の
三
点
の
提
案
を
行
っ
て
い
る
。

第
一
に
、
一
二
万
ユ
ー
ロ
未
満
の
会
社
資
本
を
創
設
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
（
Ｓ
Ｅ
規
則
四
条

78
）

二
項
の
改
正
）。

第
二
に
、
Ｓ
Ａ
Ｓ
と
同
様
に
、
定
款
に
も
と
づ
き
、
指
揮
の
条
件
（m

o
d
a
lite

d
e la d

irectio
n

）
お
よ
び
指
揮
者
の
資
格
（sta

tu
t

 
d
e d

irig
ea
n
t

）
を
定
め
う
る
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
を
提
案

79
）

す
る
。

第
三
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
同
様
に
、
発
起
人
に
対
し
株
主
間
の
関
係
を
自
由
に
設
計
し
う
る
権
利
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
（
Ｓ

Ｅ
規
則
第
一
章
に
一
カ
条
を
新
設
）。
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
前
述
の
ブ
ル
ト
ン
法
律
に
よ
り
、
株
式
を
公
募
し
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
つ
き
、

Ｓ
Ａ
Ｓ
と
同
様
に
、
株
式
の
譲
渡
自
由
性
を
制
限
す
る
条
項
を
定
め
る
う
る
選
択
肢
を
認
め
て
い
る（
商
法
典
Ｌ
二
二
九

一
一
条
｜
Ｌ
二

二
九

一
五

80
）

条
）。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
と
言

81
）

わ
れ
、
本
提
案
は
、
こ
の

特
徴
を
同
規
則
に
も
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
も
の
で

82
）

あ
る
。

）

二
六

二
六

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



注

68
）

L
en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.125.

69
）

L
en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.59.

70
）

Ｓ
Ｅ
規
則
四
〇
条
三
項
は
次
の
通
り
で
あ
る
「
監
督
機
関
の
構
成
員
の
員
数
ま
た
は
そ
の
決
定
に
関
す
る
規
則
は
、
定
款
に
お
い
て
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
加
盟
国
は
、
そ
の
領
土
に
お
い
て
登
録
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
つ
い
て
、
監
督
機
関
の
構
成
員
の
員
数
ま
た
は

そ
の
最
大
お
よ
び
（
も
し
く
は
）
最
小
の
員
数
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」。

71
）

Ｓ
Ｅ
規
則
四
三
条
二
項
は
次
の
通
り
で
あ
る
「
管
理
機
関
の
構
成
員
の
員
数
ま
た
は
そ
の
決
定
に
関
す
る
規
則
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
定
款
に

お
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
加
盟
国
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
構
成
員
の
最
小
お
よ
び
最
大
の
員
数
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
」。

72
）

Ｓ
Ｅ
規
則
四
六
条
は
次
の
通
り
で
あ
る
「
会
社
機
関
の
構
成
員
は
、
定
款
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
六
年
間
を
超
え
な
い
期
間
に
お
い
て
選
任
さ
れ
る

（
一
項
）。
定
款
所
定
の
制
限
が
あ
る
場
合
を
別
と
し
て
、
構
成
員
は
、
一
項
の
適
用
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
期
間
に
つ
き
、
一
ま
た
は
複
数
回
再
任

さ
れ
う
る
（
二
項
）」。

73
）

Ｓ
Ｅ
規
則
四
八
条
は
次
の
通
り
で
あ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
定
款
は
、
二
層
制
に
お
い
て
は
、
監
督
機
関
に
よ
っ
て
指
揮
機
関
に
承
認
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
種
類
の
取
引
を
、
ま
た
は
一
層
制
に
お
い
て
は
、
管
理
機
関
の
明
示
的
な
決
定
を
必
要
と
す
る
種
類
の
取
引
を
列
挙
す
る
も
の

と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
加
盟
国
は
、
二
層
制
に
お
い
て
監
督
機
関
自
体
が
特
定
の
種
類
の
取
引
を
そ
の
承
認
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る（
一
項
）。
加
盟
国
は
、
そ
の
領
土
に
お
い
て
登
録
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
定
款
に
お
い
て
最
低
限
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
種
類
の
取
引
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
項
）」。

74
）
「
規
制
さ
れ
る
取
引
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
若
干
言
及
し
て
お
き
た
い
。
規
制
さ
れ
る
取
引
と
は
、
わ
が
国
の
利
益
相
反
取
引
（
会
三
五
六
条
一

項
二
号
三
号
・
三
六
五
条
）
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
監
督
機
関
ま
た
は
管
理
機
関
の
承
認
を
要
す
る
取
引
を
定
款
で
定
め
て
お
く
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
同
国
に
登
録
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
定
款
に
は
、
株
式
会
社
に
関
す
る
「
規
制
さ
れ
る
取
引
」
に
つ
い
て
の
規
定
（
商
法
典

Ｌ
二
二
五

三
八
条
｜
Ｌ
二
二
五

四
二
条
お
よ
び
Ｌ
二
二
五

八
六
条
｜
Ｌ
二
二
五

九
〇
条
）
と
同
様
の
規
律
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

る（
商
法
典
Ｌ
二
二
九

七
条
六
項
）。
し
か
し
、
こ
の
Ｌ
二
二
九

七
条
六
項
は
、
Ｌ
二
二
五

三
五
条
お
よ
び
Ｌ
二
二
五

六
八
条
を
準
用
し
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
規
定
が
定
め
る
と
こ
ろ
の
取
締
役
会
ま
た
は
監
査
役
会
の
事
前
の
許
可
に
服
す
る
債
務
保
証（ca

u
tio
n

）、
手
形
保

）

二
七

二
七

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



証
（a

v
a
l

）
お
よ
び
担
保
設
定
（g

a
ra
n
tie

）
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
扱
い
に
な
る
の
か
不
明
で
あ
る
と
す
る
見
解

も
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
実
務
で
は
慎
重
を
期
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
定
款
に
お
い
て
も
、
株
式
会
社
に
関
す
る
Ｌ
二
二
五

三
五
条
お

よ
び
Ｌ
二
二
五

六
八
条
と
同
様
の
条
項
を
定
め
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
（C

a
th
ia
rd
,
L
es n

o
u
v
ea
u
x
 
a
to
u
ts,

su
p
ra
.
n
o
te n

°2,

p
p
.552

553

）。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
規
制
さ
れ
る
取
引
」
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
加
藤
徹
「
取
締
役
の
自
己
取
引
と
フ
ラ
ン
ス
新
会
社
法
」
企
業

法
研
究
二
〇
一
輯
（
一
九
七
二
年
）
四
〇
頁
以
下
、
早
稲
田
大
学
フ
ラ
ン
ス
商
法
研
究
会
「
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
（
五
）」
早
稲
田
法
学
四
九
巻
一
号
（
一

九
七
三
年
）
五
二
九
頁
以
下
、
田
村
詩
子
『
取
締
役
・
会
社
間
の
取
引
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
六
年
）
二
八
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
企
業

運
動
（
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
）
の
評
価
（É

v
a
lu
a
tio
n d

u sta
tu
t d
e la S

E et p
o
sitio

n d
u M

E
D
E
F
,
in L

en
o
ir,
su
pra.

n
o
te n

°9,
p
p
.206

207

）

も
参
照
。

75
）

L
en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.125.

76
）

こ
れ
ら
の
二
つ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
早
稲
田
大
学
フ
ラ
ン
ス
商
法
研
究
会
・
前
掲
注
（
74
）
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
（
五
）
四
四
九
頁

｜
五
〇
〇
頁
参
照
。
詳
し
く
は
、M

erle,
su
pra.

n
o
te n

°2,p
.39 et su

iv
.

参
照
。
二
つ
の
概
念
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
こ

れ
ら
を
統
合
す
る
必
要
で
あ
る
と
す
る
（M

erle,
su
pra.

n
o
te n

°2,
p
.40,

n
°23

）。

77
）

こ
の
よ
う
に
、
経
営
に
関
す
る
柔
軟
性
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
閉
鎖
会
社
を
対
象
と
す
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
会
社
」（
Ｓ
Ｐ
Ｅ
）

の
提
案
へ
発
展
し
た
と
さ
れ
る
。本
文
で
以
下
述
べ
る
、非
上
場
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
を
対
象
と
す
る
Ｓ
Ｅ
規
則
の
緩
和
に
関
す
る
提
案
と
こ
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
私
会
社
に
関
す
る
提
案
は
、
同
一
の
動
機
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（L

en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.125

）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
会

社
の
提
案
は
、P

ro
p
o
sitio

n d
e reg

lem
en
t d
u C

o
n
seil reta

tif a
u sta

tu
t d
e la so

ciete
p
riv
ee eu

ro
p
een

n
e,
C
O
M
(2008)

396,
25

 
ju
in 2008.

同
提
案
の
解
説
と
し
て
、
久
保
寛
展「
中
小
企
業
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
版
有
限
会
社
｜

い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
会
社（S

o
cieta

s
 

P
riv
a
ta
 
E
u
ro
p
a
ea
-S
P
E

）
規
則
案
に
つ
い
て
｜

」
福
岡
大
学
法
学
論
叢
五
五
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
五
九
頁
以
下
、B

en
o
ıt
 
L
eco

u
rt,

S
y
n
th
ese d

es rep
o
n
ses a

la co
n
su
lta
tio
n su

r la so
ciete

p
riv
ee eu

ro
p
een

n
e,
R
evu

e d
es societes

,
2008,

n
°1,

p
.204 et su

iv
.,

B
en
o
ıt L

eco
u
rt,

C
o
n
feren

ce su
r la so

ciete
p
riv
ee eu

ro
p
een

n
e,
R
evu

e d
es societes

,
2008,

n
°2,

p
.437 et su

iv
.

参
照
。

78
）

現
行
の
Ｓ
Ｅ
規
則
四
条
二
項
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
引
受
済
資
本
は
、
少
な
く
と
も
一
二
万
ユ
ー
ロ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

79
）

Ｓ
Ａ
Ｓ
は
、
そ
の
定
款
に
お
い
て
会
社
の
指
揮
の
条
件
を
自
由
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
（
商
法
典
Ｌ
二
二
七

五
条
）、
た
と
え
ば
、
指
揮
者
の
選

任
・
解
任
の
条
件
、
指
揮
者
の
数
、
任
用
期
間
、
報
酬
の
形
式
、
権
限
等
を
定
款
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
小
西
・
前
掲
注
（
17
）
二
〇
〇
四
年

）

二
八

二
八

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



一
三
頁
）。
ま
た
、
指
揮
者
の
資
格
に
つ
い
て
も
、
Ｓ
Ａ
Ｓ
で
は
、
た
と
え
ば
社
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
特
殊
技
能
を
要
す
る
旨
、
自
然
人

で
あ
る
場
合
の
年
齢
制
限
等
を
定
款
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
鈴
木
・
前
掲
注
（
17
）
一
二
八
頁
）。

80
）

株
式
の
譲
渡
自
由
性
を
制
限
す
る
条
項
と
は
、
具
体
的
に
言
う
と
、
た
と
え
ば
、
一
〇
年
を
超
え
な
い
期
間
の
株
式
の
譲
渡
禁
止
を
定
め
る
条
項

（
商
法
典
Ｌ
二
二
九

一
一
条
）、
合
併
・
分
割
等
（
同
Ｌ
二
二
九

一
三
条
二
項
）
を
含
む
支
配
権
の
変
更
が
生
じ
る
場
合
（
同
Ｌ
二
二
九

一
三
条
一

項
）
に
お
け
る
除
名
条
項
、
同
様
の
場
合
に
お
け
る
非
金
銭
的
権
利
の
停
止
条
項
（
同
Ｌ
二
二
九

一
二
条
）
等
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
詳
し
く

は
、M

en
ju
cq
,
p
rem

ier p
a
s,
su
pra.

n
o
te n

°2,
p
p
.278

279,
n
°84

85,
M
en
ju
cq
,
R
ep
erto

ire d
es S

o
cietes,

su
pra

.
n
o
te n

°2,
p
.15,

n
°

67 et su
iv
.,
C
o
llin et D

o
m
,
su
pra

.
n
o
te n

°2,
p
.13 et su

iv
.

参
照
。
Ｓ
Ａ
Ｓ
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
小
西
・
前
掲
注
（
17
）

二
〇
〇
九
年
五
三
頁
以
下
に
詳
し
い
。

81
）

L
en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.59.

82
）

も
っ
と
も
、
商
法
典
Ｌ
二
二
九

一
一
条
｜
Ｌ
二
二
九

一
五
条
に
つ
い
て
は
、
か
か
る
規
定
の
有
効
性
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
す
る
見
解
も
あ
る
。

こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
Ｓ
Ｅ
規
則
は
、
そ
も
そ
も
株
主
間
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
定
款
自
治
を
認
め
て
お
ら
ず
、
ま
た
か
か
る
内

容
の
選
択
肢
を
加
盟
国
に
対
し
て
も
認
め
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、株
式
会
社
に
適
用
さ
れ
る
法
規
に
反
す
る
内
容
の
こ
の
よ
う
な
規
定
に
つ
い
て
は
、

そ
の
有
効
性
に
異
論
の
余
地
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
同
規
則
六
九
条
ｄ
号
は
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
提
案
で
あ

る
（C

o
llin et D

o
m
,
su
pra

.
n
o
te n

°2,
p
.14

））。
し
た
が
っ
て
、
実
務
に
お
い
て
は
、
か
か
る
規
定
を
利
用
す
る
の
は
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
る
。
先
決
問
題
（q

u
estio

n p
reju

d
icielle

）
と
し
て
提
起
さ
れ
る
場
合
に
は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
が
こ
の
問
題
に
決
着
を
つ
け
る
こ

と
も
あ
り
う
る
と
指
摘
さ
れ
る
（C

a
th
ia
rd
,
L
es n

o
u
v
ea
u
x a

to
u
ts,
su
pra

.
n
o
te n

°2,
p
.552,

C
a
th
ia
rd
,
en d

ro
it fra

n
ça
is
(1

p
a
rtie),

su
pra

.
n
o
te n

°2,
p
.12

）。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、C

o
llin et D

o
m
,
su
pra

.
n
o
te n

°2,
p
p
.13

15

参
照
。

こ
の
規
定
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ン
ジ
ェ
（B

ra
n
g
er

）
議
員
の
書
面
に
よ
る
質
問
（Q

u
estio

n
 
ecrite n

°24838 d
e M

.
Jea

n
-G
u
y

 
B
ra
n
g
er,

su
r la v

a
lid
ite

d
es cla

u
ses d

e ch
a
n
g
em
en
t d
e co

n
tro
le d

a
n
s les sta

tu
ts d

’u
n
e so

ciete
eu
ro
p
een

n
e,
JO
 
S
en
at d

u
 

19 o
cto

b
re 2006,

p
.2635

）
お
よ
び
ラ
シ
ョ
（L

a
ch
a
u
d

）
議
員
の
質
問
（Q

u
estio

n n
°108501 d

e M
.
Y
v
a
n L

a
ch
u
d su

r la la v
a
lid
ite

d
es cla

u
ses d

e ch
a
n
g
em
en
t d
e co

n
tro
le d

a
n
s les sta

tu
ts d

’u
n
e so

ciete
eu
ro
p
een

n
e q
u
i n
e fa

it p
a
s a
p
p
el p

u
b
lic a

l’ep
a
rg
n
e,

JO
 
d
u 31 o

cto
b
re 2006,

p
.11207

）
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
質
問
へ
の
回
答
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

）

二
九

二
九

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



第
五
章

お
わ
り
に

⑴

以
上
、
本
稿
で
は
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
報
告
書
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
の
う
ち
、
Ｓ
Ｅ
規
則
に
関
す
る
提
案
に
つ
い

て
、
と
り
わ
け
①
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
、
②
超
国
家
的
な
再
編
、
③
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
定
款
自
治
に
関
す
る
提
案
を
中
心
に
検
討
し
た
。

⑵

ル
ノ
ワ
ー
ル
報
告
書
自
体
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
付
録
を
含
め
る
と
三
〇
〇
頁
を
超
え
る
濃
密
な
内
容
を

有
し
て
お
り
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
利
害
関
係
者
（
企
業
・
関
連
官
庁
・
労
働
組
合
・
欧
州
委
員
会
・
法
律
実
務
家
）
と
の
間
の

徹
底
的
な
協
議
に
よ
る
成
果
で
あ
り
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て

83
）

い
る
。
加
え
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
同
法
の
改
正
案
の
部
分
に

つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
を
よ
り
魅
力
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
同
法
を
柔
軟
化
し
、
か
つ
フ
ラ
ン
ス
法
を
Ｓ
Ｅ
規
則
に
適
合
さ
せ

る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で

84
）

あ
り
、
実
務
家
に
と
っ
て
も
喜
ば
し
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
手
続
の
軽
減
に
腐
心
し
、
定
款
自
治

の
拡
大
を
望
む
企
業
の
期
待
に
も
よ
く
応
え
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ

85
）

れ
る
。

⑶

こ
こ
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
提
案
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
と
、
ま
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
に
関
す
る
提
案
に
つ
い
て

は
、
①
⒜
組
織
変
更
方
式
の
当
事
会
社
の
適
用
対
象
を
、
他
の
加
盟
国
に
少
な
く
と
も
一
個
の
子
会
社
を
一
年
間
以
上
有
す
る
す
べ
て
の

資
本
会
社
へ
と
拡
大
す
る
こ
と（
Ｓ
Ｅ
規
則
二
条
四
項

86
）

関
係
）、
⒝
す
べ
て
の
資
本
会
社
は
、
当
事
会
社
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
二
個
の
会

社
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
加
盟
国
の
法
制
に
服
す
る
場
合
に
は
、
合
併
方
式
・
持
株
会
社
方
式
・
共
同
子
会
社
方
式
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
会
社
を
設
立
し
う
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
⒞
自
然
人
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
設
立
に
参
加
し
う
る
こ
と
、
②
他
の
加
盟
国
に
少
な
く
と

も
一
個
の
子
会
社
を
一
年
間
以
上
有
す
る
す
べ
て
の
資
本
会
社
は
、
当
該
資
本
会
社
の
子
会
社
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
子
会
社
ま
た
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
持
株
会
社
へ
と
組
織
変
更
し
う
る
こ
と
（
同
規
則
二
条
三
項
ｂ
号
関
係
）
が
提
案
さ
れ
た
（
第
二
章
）。

）

三
〇

三
〇

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



次
に
、
超
国
家
的
な
再
編
に
関
す
る
提
案
に
つ
い
て
は
、
①
合
併
の
定
義
を
そ
の
他
の
合
併
類
型
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
（
Ｓ
Ｅ
規
則

一
七
条
二
項
関
係
）、
②
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
が
他
の
加
盟
国
の
会
社
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
）
と
合
併
し
う
る

こ
と
を
明
文
を
も
っ
て
認
め
る
こ
と
（
同
規
則
に
第
三
章
の
二
を
新
設
）、
③
第
三
者
（
株
主
お
よ
び
会
社
債
権
者
）
の
保
護
に
留
意
し
つ

つ
、
す
べ
て
の
行
為
に
適
用
さ
れ
る
単
一
の
国
家
法
制
の
選
択
を
当
事
会
社
に
認
め
る
こ
と
で
、
当
事
者
自
治
を
強
化
す
る
こ
と
（
同
規

則
一
八
条
関
係
）
が
提
案
さ
れ
た
（
第
三
章
）。

さ
ら
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
定
款
自
治
に
関
す
る
提
案
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
非
上
場
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
つ
い
て
、
①
一
二
万
ユ
ー

ロ
未
満
の
会
社
資
本
の
創
設（
Ｓ
Ｅ
規
則
四
条
二
項
関
係
）、
②
Ｓ
Ａ
Ｓ
と
同
様
に
、
定
款
に
も
と
づ
き
、
指
揮
の
条
件
お
よ
び
指
揮
者
の

資
格
を
定
め
う
る
可
能
性
を
認
め
る
こ
と（
同
規
則
第
一
章
に
一
ヶ
条
を
新
設
）、
③
フ
ラ
ン
ス
法
と
同
様
に
、
発
起
人
に
対
し
株
主
間
の

関
係
を
自
由
に
設
計
し
う
る
権
利
を
導
入
す
る
こ
と
（
右
と

87
）

同
じ
）
が
提
案
さ
れ
た
（
第

88
）

四
章
）。

⑷

も
っ
と
も
前
述
の
よ
う
に
、
本
稿
で
検
討
し
た
改
正
案
を
含
め
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
報
告
書
は
、
あ
く
ま
で
も
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
会
社
法
に
関
す
る
報
告
書
で
あ
る
。
欧
州
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
（
Ｓ
Ｅ
規
則
六
九
条
）
は
、
現
在
、
作
成
中
で

89
）

あ
る
。

欧
州
委
員
会
は
、
そ
の
準
備
作
業
と
し
て
、
ま
ず
、
①
ア
ー
ン
ス
ト
・
ア
ン
ド
・
ヤ
ン
グ
弁
護
士
会
社
（E

rn
st
&
Y
o
u
n
g S

o
ciete

d
’a
v
o
ca
ts

）
に
委
託
し
、
同
会
社
は
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
施
行
お
よ
び
影
響
に
関
す
る

90
）

研
究
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
の
外
部
研
究（ex
tern

a
l stu

d
y

）を
公
表
し
て
い
る
。
次
に
、
欧
州
委
員
会
は
、
②
右
の
外
部
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
検
証
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
評
価
に
関
す
る
さ
ら
な
る
情
報
を
入
手
す
る
た
め
、
二
〇
一
〇
年
三
月
二
三
日
、
利
害
関
係
者
す
べ
て
に
対
し
、
諮

問
を
行
っ
た（
同
五
月
二
三
日

91
）

ま
で
）。
さ
ら
に
、
欧
州
委
員
会
は
、
③
同
五
月
二
六
日
、
ブ
ル
ッ
セ
ル
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法

に
関
す
る
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（
協
議
会
）
を
行
っ
て

92
）

い
る
。

こ
れ
ら
の
外
部
研
究
、
諮
問
手
続
お
よ
び
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
は
、
欧
州
委
員
会
が
現
在
行
っ
て
い
る
同
法
の
適
用
お
よ
び
有
効
性
に
関

）

三
一

三
一

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



す
る
分
析
の
一
環
で
あ
り
、
か
か
る
成
果
が
来
る
べ
き
同
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
に
反
映
さ
れ
る
と
さ

93
）

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お

い
て
取
り
扱
っ
た
改
正
案
が
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
Ｓ
Ｅ
規
則
の
現
実
の
改
正
作
業
の
な
か
で
ど
の
程
度
実
現
さ
れ
る
か
は
、

明
ら
か
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
前
述
の
よ
う
に
（
第
一
章
（
３
）（
ニ
））、
こ
れ
ま
で
の
Ｅ
Ｕ
の
会
社
立
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
提
案

力
を
考
え
る
と
、
一
定
の
影
響
力
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ

94
）

ろ
う
。

⑸

本
稿
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
に
向
け
た
活
動
の

95
）

う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
活
動
を
紹
介
し
た
。
今
後
も
、
ル
ノ
ワ
ー
ル

報
告
書
に
お
け
る
改
正
案
を
意
識
し
つ
つ
、
右
の
外
部
研
究
お
よ
び
予
定
さ
れ
る
欧
州
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
を
検
討
す
る
こ
と
等
を
通

じ
て
、
同
法
の
改
正
に
関
す
る
動
向
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注

83
）

C
a
th
ia
rd
,
R
a
p
p
o
rt,

su
pra

.
n
o
te n

°2,
p
.8.

84
）

こ
の
点
は
、
別
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
に
つ
い
て
の
改
正
案
に
関
わ
る
指
摘
で
あ
る
。

85
）

C
a
th
ia
rd
,
R
a
p
p
o
rt,

su
pra

.
n
o
te n

°2,
p
.8.

86
）

以
下
、L

en
o
ir,
su
pra

.
n
o
te n

°9,
p
.132

の
表
（T

a
b
lea
u sy

n
th
etiq

u
e d
es p

ro
p
o
sitio

n
s d
u ra

p
p
o
rt su

r le d
ro
it co

m
m
u
n
a
u
ta
ire

）

に
依
拠
し
、
括
弧
内
に
お
い
て
各
々
の
提
案
が
改
正
を
予
定
す
る
現
行
の
Ｓ
Ｅ
規
則
の
条
文
を
記
す
。
現
行
の
Ｓ
Ｅ
規
則
に
該
当
す
る
条
文
が
存
在

し
な
い
場
合
に
は
、
前
記
の
表
の
記
述
に
従
い
、
新
設
さ
れ
る
べ
き
旨
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

87
）

こ
の
提
案
は
、
後
述
の「
外
部
研
究
」で
は
、
Ｓ
Ｅ
規
則
一
〇
条
の
項
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る（S

tu
d
y o

n th
e o
p
era

tio
n a
n
d th

e im
p
a
cts

 
o
f th

e S
ta
tu
te fo

r a E
u
ro
p
ea
n C

o
m
p
a
n
y
,
in
fra.

n
o
te n

°90,
p
p
.280

281

）。

88
）

そ
の
他
、
本
稿
で
は
詳
細
に
取
り
上
げ
な
か
っ
た
提
案
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
37
）
お
よ
び
そ
こ
で
引
用
し
た
脚
注
を
参
照
。

89
）

R
ev
iew

 
o
f th

e S
ta
tu
te o

n th
e E

u
ro
p
ea
n C

o
m
p
a
n
y
(S
E
),
h
ttp
: //ec.eu

ro
p
a
.eu
/in
tern

a
l m

a
rk
et /co

m
p
a
n
y
/se /in

d
ex
 
en
.

h
tm
.

）

三
二

三
二

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）



90
）

S
tu
d
y o

n th
e o

p
era

tio
n a

n
d th

e im
p
a
cts o

f th
e S

ta
tu
te fo

r a E
u
ro
p
ea
n C

o
m
p
a
n
y
(S
E
)
(2009),

2008 /S
144

192482,
fin
a
l

 
rep

o
rt,

9
 
D
ecem

b
er 2009

(h
ttp
: //ec.eu

ro
p
a
.eu
/in
tern

a
l m

a
rk
et /co

n
su
lta
tio
n
s /d

o
cs /2010 /se /stu

d
y
 
S
E
 
9122009 en

.p
d
f.).

こ
の
研
究
の
主
た
る
目
的
は
、
①
Ｅ
Ｕ
お
よ
び
Ｅ
Ｅ
Ａ
加
盟
二
五
カ
国
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
関
連
法
制
に
関
す
る
写
像
（m

a
p
p
in
g

）
を
提
示
す

る
こ
と
、
②
既
存
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
の
目
録
（in

v
en
to
ry

）
を
作
成
す
る
こ
と
、
③
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
を
設
立
し
た
・
あ
る
い
は
設
立
し
な
か
っ

た
主
た
る
動
機
（d

riv
er

）
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
主
た
る
傾
向
お
よ
び
実
務
上
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
④
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法

の
有
効
性
に
焦
点
を
当
て
た
分
析
的
な
結
論
（a

n
a
ly
tica

l co
n
clu
sio
n

）
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
（ib

id
.,p
.19

）。
本
研
究
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
も
提
案
し
て
お
り
（ib

id
.,
p
p
.277

288

）、
今
後
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
本
研
究
は
、
本
編
の
み
で
全
二

九
三
頁
を
数
え
、二
つ
の
付
録
お
よ
び
一
つ
の
概
要
報
告
書（fa

ctsh
eet

）か
ら
構
成
さ
れ
る
。本
研
究
の
解
説
と
し
て
は
、Ben

o
ıt L

eco
u
rt,R

evu
e

 
d
es societes

,
ju
illet-a

o
u
t,
2010,

p
.338 et su

iv
.

が
あ
る
。

91
）

質
問
表
、
六
九
の
団
体
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
回
答
の
内
容
お
よ
び
そ
の
回
答
内
容
の
分
析
が
、
前
掲
注
（
89
）
の
欧
州
委
員
会
の
サ
イ
ト
に
お
い
て

入
手
可
能
で
あ
る
。

92
）

C
o
n
feren

ce o
n th

e S
ta
tu
te fo

r a E
u
ro
p
ea
n C

o
m
p
a
n
y
(S
E
)-B
ru
ssels,

26 M
a
y
,
2010.

当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
ビ
デ
オ
録
画
も

ま
た
、
前
掲
注
（
89
）
の
欧
州
委
員
会
の
サ
イ
ト
に
お
い
て
入
手
可
能
で
あ
る
。

93
）

R
ev
iew

 
o
f E

u
ro
p
ea
n C

o
m
p
a
n
y S

ta
tu
te
-
F
req

u
en
tly A

sk
ed Q

u
estio

n
s,
M
E
M
O
/10 /97,

B
ru
ssels,

23 M
a
rch 2010

(h
ttp
: //

e
u
ro
p
a
.e
u
/
ra
p
id
/
p
re
ssR

e
le
a
se
sA
c
tio
n
.d
o
?re

fe
re
n
c
e
＝
M
E
M
O
/
1
0
/
9
7
&
fo
rm

a
t ＝

H
T
M
L
&
a
g
e
d
＝
0
&
la
n
g
u
a
g
e
＝
E
N
&

g
u
iL
a
n
g
u
a
g
e ＝

en
).

94
）

た
と
え
ば
、
前
述
の
外
部
研
究
を
見
る
と
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
フ
ラ
ン
ス
の
提
案
の
多
く
に
つ
い
て
、
同
研
究
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法

の
改
正
案
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
あ
る
い
は
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
（
見
解
の
指
摘
に
留
ま
る
も
の
も
あ
る
）（S

tu
d
y o

n th
e o
p
era

tio
n a

n
d th

e
 

im
p
a
cts o

f th
e S

ta
tu
te fo

r a E
u
ro
p
ea
n C

o
m
p
a
n
y
,
su
pra.

n
o
te n

°90,
p
.277 et su

iv
.

）。

95
）

こ
の
ほ
か
、
Ｓ
Ｅ
規
則
を
補
完
す
る
労
働
者
関
与
指
令
に
つ
い
て
は
、
同
指
令
一
五
条
の
要
請
に
も
と
づ
き
、
同
じ
く
改
正
案
を
提
示
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
欧
州
委
員
会
は
、
二
〇
〇
八
年
九
月
、
す
で
に
同
指
令
の
適
用
状
況
を
再
検
討
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
公
表
し
て
い
る

（C
o
m
m
u
n
ica
tio
n
 
d
e la

 
co
m
m
issio

n
 
rela

tiv
e a

u
 
reex

a
m
en
 
d
e la

 
d
irectiv

e 2001 /86 /C
E
 
d
u
 
C
o
n
seil d

u
 
8 o

cto
b
re 2001

 
co
m
p
leta

n
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）

三
三

三
三

札
幌
学
院
法
学
（
二
七
巻
一
号
）



C
O
M
(2008)591 fin

a
l

）。
し
か
し
、
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
同
指
令
の
適
用
か
ら
ま
だ
日
が
浅
い
た
め
実
際
上
の
経
験
が
不
足
し

て
お
り
、
同
指
令
の
改
正
案
を
提
示
す
る
に
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
後
も
継
続
し
て
検
討
す
る
一
方
で
、
Ｓ
Ｅ
規
則

が
再
検
討
さ
れ
る
二
〇
〇
九
年
末
に
は
、
同
規
則
と
共
に
、
同
指
令
を
再
検
討
し
、
そ
の
改
正
案
を
提
示
し
た
い
と
の
意
向
が
記
さ
れ
て
い
る
（
同

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
５
。）。

﹇
二
〇
一
〇
年
九
月
脱
稿
﹈

＊
本
稿
は
、
平
成
二
〇
年
度
（
二
〇
〇
八
年
）
札
幌
学
院
大
学
研
究
促
進
奨
励
金
（
個
人
研
究S

G
U
S
08

204215
09

）
の
助
成
を
受

け
て
行
わ
れ
た
研
究
で
あ
る
。

）

三
四

三
四

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
法
の
改
正
案
（
笹
川

敏
彦
）


